
忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
六
九
）

忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察

│
米
国
の
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
と
英
国
会
社
法
の
一
般
的
義
務
、
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA
pproved P

ersons

制
度
等
の
接
点

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

は
じ
め
に

二
〇
一
四
年
二
月
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
再
生
・
成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
改
正
会
社
法
が

成
立
し
、
監
査
等
委
員
会
制
度
や
社
外
取
締
役
の
要
件
等
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
わ
る
論
点
が
中
心
を
占
め
る
。
今
後
は
こ
の
両
輪
で
ガ
バ
ナ

ン
ス
改
革
は
進
め
ら
れ
る

（
1
）

。
更
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
も
検
討
が
進
め
ら
れ
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
機
能
、

義
務
・
責
任
の
検
討
が
重
要
と
な
る
。
共
に
コ
モ
ン
ロ
ー
で
あ
る
英
国
、
米
国
に
お
い
て
コ
ー
ド
の
意
識
、
信
認
義
務
の
中
核
た
る
注
意

四
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
七
〇
）

義
務
・
忠
実
義
務
の
扱
い
等
に
関
し
て
異
同
点
が
伺
え
る
。
我
が
国
の
コ
ー
ド
策
定
に
向
け
た
課
題
と
展
望
を
問
題
意
識
の
発
端
と
し
つ

つ
、
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
等
の
視
点
か
ら
米
国
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
、
英
国
会
社
法
の
一
般
的
義
務
な
ら
び
にA

pproved 

P
ersons

制
度
な
ど
の
統
一
的
理
解
を
図
り
、
専
門
性
な
ら
び
に
積
極
的
妥
当
性
等
に
関
し
て
一
定
の
試
論
を
述
べ
た
い
。

第
一
章　

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
会
社
法
改
正

　
　
　

│A
pproved P

ersons

制
度
、
非
業
務
執
行
取
締
役
と
国
際
経
営
法
の
新
展
開
│

1
．
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
会
社
法
改
正
な
ら
び
に
非
業
務
執
行
取
締
役

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
お
い
て
、
企
業
の
経
営
陣
に
対
し
て
二
〇
一
四
年
六
月
二
〇
日
に
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
が
成
立
し
、
ま
た
株
主
に
対
し
て
は
二
〇
一
四
年
二
月
政
府
の
成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド

を
範
と
す
る
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド

（
2
）

が
導
入
さ
れ
、
機
関
投
資
家
の
責
任
と
し
て
企
業
価
値
向
上
、
持
続
的
成
長
促
進

を
通
じ
た
投
資
リ
タ
ー
ン
拡
大
を
求
め
、
経
営
陣
と
の
建
設
的
目
的
を
持
っ
た
対
話
（
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
）
を
促
し
て
い
る
。
会
社
法
改

正
の
柱
は
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
な
ど
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
対
応
で
あ
り
、
非
業
務
執
行
取
締
役
を
柱
と
す
る
英
国

型
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
と
相
似
す
る
面
が
あ
る
。

2
．
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度

こ
う
し
た
中
で
、
英
国
に
進
出
す
る
我
が
国
企
業
の
関
連
子
会
社
に
つ
い
て
、A

pproved P
ersons

制
度
が
適
用
さ
れ
、
金
融
機
関

現
地
法
人
な
ど
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
で
はC

onsultation paper

は
発
出
さ
れ
た
が
法
的

強
制
力
を
持
た
ず
、
精
神
的
な
枠
組
み
に
止
ま
り
、
内
容
面
の
補
完
か
ら
行
為
規
制
に
お
い
て
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（C

hief E
xecutive O

ffi  cer

最
高
業

四
四
〇



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
七
一
）

務
執
行
責
任
者
）、C

haim
an

な
どkey person

は
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
個
別
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
（A

pproved P
ersons

）。

個
人
的
資
質
を
問
わ
れ
、
形
式
面
で
な
く
実
質
的
な
内
容
を
求
め
ら
れ
る
。
本
社
の
論
行
行
賞
に
よ
る
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
・
派
遣
で

は
承
認
さ
れ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。A

pproved P
ersons

制
度
は
、
二
〇
〇
〇
年
発
効
のF

S
M

A
2000

（F
inancial S

ervices &
 

M
arket A

ct 2000
）
のsection59

を
根
拠
法
令
（
条
項
）
と
し
、
現
状
で
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
（
Ｆ
Ｃ
Ａ
／
Ｐ
Ｒ
Ａ
）H

andbook

に
お
い
て
詳
細
な
規

定
が
さ
れ
る

（
3
）

。
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
に
お
い
てC

hairm
an

や
非
業
務
執
行
取
締
役
（N

on E
xecutive D

irectors N
E
D

）
の
責
任
と
役
割

強
化
、Risk C

om
m
ittee

設
置
な
ど
リ
ス
ク
管
理
態
勢
強
化
が
提
言
さ
れ
た
が
、
当
時
の
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
提
言
に
基
づ
き
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂
の
中
でA

pproved P
ersons

制
度
の
一
部
変
更
を
進
め
て
き
た
。
リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
が
問
題
と

な
っ
た
公
表
事
案
と
し
て
、
我
が
国
の
損
害
保
険
大
手
の
現
地
法
人M

itsui S
um

itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

）（8 M
ay 

2012

）
事
件
が
あ
る

（
4
）

。

第
二
章　

英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
非
業
務
執
行
取
締
役

1
．
英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
非
業
務
執
行
取
締
役
、A

pproved P
ersons

の
交
錯

米
国
型
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
と
異
な
り
、
我
が
国
の
改
革
と
も
親
和
性
を
有
す
る
英
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
お
け
る
非
業
務
執

行
取
締
役
の
役
割
を
み
て
い
き
た
い
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
に
つ
い
て
英
国
会
社
法
で
は
会
社
機
関
は
株
主
総
会

（m
eeting

）、
取
締
役
（directors

）
と
さ
れ
る
。P

artnership

法
理
に
基
づ
く
株
主
間
契
約
的
結
合
と
し
て
、
契
約
自
由
の
原
則
に
よ
り

機
関
構
成
を
弾
力
的
に
認
め
る

（
5
）

。
業
務
執
行
取
締
役
（E

xecutive D
irectors E

D

）、
監
督
を
担
う
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ（

6
）

）
に
区

別
さ
れ
、
単
層
制
取
締
役
会
制
度
（unitary board

）
と
称
さ
れ
る
。
自
己
監
査
的
構
造
を
有
し
、
監
督
機
能
が
弱
ま
る
危
険
性
が
あ
る
。

四
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
七
二
）

ま
た
非
業
務
執
行
取
締
役
は
実
務
上
の
概
念
に
止
ま
る
。

単
層
制
の
欠
点
を
克
服
す
べ
く
一
九
九
〇
年
代
に
一
連
の
報
告
書
が
公
表
さ
れ
、
監
督
機
能
強
化
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
明
確
化
が

進
め
ら
れ
た
。
か
か
る
流
れ
の
中
でA

pproved P
ersons

制
度
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
統
合
コ
ー
ド
（C

om
bined C

ode

）

で
は
監
督
機
能
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
も
に
不
十
分
で
、
二
〇
〇
三
年
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
が
出
さ
れ

（
7
）

、
米
国
連
邦
法
の
よ
う

な
政
府
介
入
で
な
く
、
自
主
規
制
を
前
提
に
検
討
を
行
っ
た

（
8
）

。
二
〇
〇
三
年
統
合
コ
ー
ド
改
正
に
よ
り
過
半
数
は
非
業
務
執
行
取
締
役
と

し
た
具
体
的
基
準
が
規
定
さ
れ
、
独
立
性
が
明
確
化
さ
れ
た
（
改
正
統
合
コ
ー
ドA

.3.1

）。
取
締
役
の
専
門
性
に
つ
き
研
修
規
定
は
置
か
れ

た
が
、
能
力
要
件
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

2
．
統
合
コ
ー
ド
改
正
とU

K
 C
orporate G

overnance C
ode 2010

・2012

　
　

│
非
業
執
行
取
締
役
意
義
務
とA

pproved P
ersons 

接
点
│

コ
ー
ド
改
正
の
契
機
は
金
融
危
機
後
の
二
〇
〇
九
年
一
一
月
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
（A

 review
 of corporate governance in U

K
 banks 

and other fi nancial industry entities fi nal recom
m
endations

）
で
あ
る
。
具
体
的
に
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
、
要
件
を
提
案
し
、
業

務
面
で
リ
ス
ク
を
含
め
十
分
な
知
識
と
理
解
を
備
え
（recom

m
endation 1

）、
外
部
調
査
も
含
め
正
確
な
情
報
に
基
づ
き
監
督
を
行
な
う

も
の
と
し
、
取
締
役
会
議
長
、
非
業
務
取
締
役
に
対
す
る
研
修
が
必
要
と
な
る
。
内
部
統
制
を
含
め
リ
ス
ク
委
員
会
（the board risk 

com
m
ittee

）
設
置
が
提
案
さ
れ
た
（recom

m
endation 23

）。
金
融
危
機
の
原
因
が
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
統
制
の
不
足
に
あ
る

と
し
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
個
々
の
情
報
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
監
督
機
能
向
上
の
た
め
、
取
締
役
に
対
し
会
社
に
関
す
る
知
識

や
理
解
を
求
め
て
お
り
、
独
立
性
の
み
を
求
め
た
従
前
の
考
え
方
に
加
え
、
取
締
役
の
専
門
性
を
要
求
し
て
い
る
。A

pproved 

四
四
二



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
七
三
）

P
ersons

制
度
と
の
整
合
性
が
意
識
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。

二
〇
一
〇
年
五
月U

K
 C

orporate G
overnance C

ode （
9
）

に
名
称
変
更
さ
れ
た
が
、
上
場
規
則
と
し
て
強
制
力
も
統
合
コ
ー
ド
と
同
等

で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
を
参
考
に
規
定
の
変
更
を
行
な
い
、
五
項
目
（S

ection

）
に
分
け
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
（leadership

）、

効
率
性
（eff ectiveness

）、
説
明
責
任
（accountability

）、
報
酬
（rem

uneration

）、
株
主
と
の
関
係
（relation w

ith shareholders

）
と
す

る
。
取
締
役
会
議
長
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
規
定
を
分
け
、
監
督
機
能
向
上
、
責
任
の
明
確
化
を
図
る
。
構
成
員
の
過
半
数
は
独
立
・

非
業
務
執
行
取
締
役
と
さ
れ
、
主
要
原
則
（M

ain P
rinciple A

.4

）
に
よ
り
綿
密
に
監
督
し
、
財
務
面
と
内
部
統
制
の
適
正
の
責
任
を
負

う
。
監
督
の
た
め
の
必
要
時
間
の
確
保
が
求
め
ら
れ
る

（
10
）

。
取
締
役
は
必
要
な
ス
キ
ル
と
知
識
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
委
員
会
委
員

で
あ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
も
一
定
程
度
の
専
門
性
や
能
力
を
備
え
る
べ
き
規
定
が
追
加
さ
れ
（m

ain principle B
.1

）、
監
督
に
必
要
な

能
力
、
リ
ス
ク
に
関
す
る
情
報
、
知
識
の
具
備
が
要
求
さ
れ
る
。
研
修
の
必
要
性
、
取
締
役
会
議
長
が
取
締
役
の
ス
キ
ル
や
知
識
を
担
保

す
る
規
定
も
置
か
れ
、
財
務
報
告
評
議
会
（F

inancial R
eporting C

ouncil F
R
C

）
報
告
書
で
は
専
門
取
締
役
（P

rofessional D
irector

）

と
さ
れ
る
。
単
な
る
独
立
者
で
な
く
監
督
を
行
な
う
上
で
適
切
な
能
力
を
有
す
る
必
要
が
あ
り
、A

pproved P
ersons

制
度
の
接
点
と

い
え
よ
う
。
年
次
報
告
書
で
会
社
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
開
示
し
、
取
締
役
は
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
説
明
義
務
を
負
う
（C

.1.2

）。
直
近

で
は
Ｆ
Ｒ
Ｃ
か
ら
二
〇
一
二
年
九
月
改
訂
版
コ
ー
ド
が
発
出
さ
れ

（
11
）

、B
oard

の
強
化
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
更
に
強
化

さ
れ
て
い
る
。

四
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
七
四
）

第
三
章　

米
国
に
お
け
る
法
の
拡
張
と
柔
軟
性
│
責
任
制
限
、
忠
実
義
務
な
ど
に
お
け
る
規
範
化
概
念
│

1
．
法
の
拡
張
、
効
果
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
柔
軟
性
維
持
│
法
と
社
会
規
範
の
相
互
作
用
│

米
国
は
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
コ
ー
ド
は
存
在
し
な
い
が
、
判
例
形
成
な
ど
に
よ
り
忠
実
義
務
な
ど
で
規
範
化
概
念
の
構
築
が
進
め

ら
れ
る
。
英
国
コ
ー
ド
、
非
業
務
執
行
取
締
役
やA

pproved P
ersons

制
度
と
交
錯
す
る
領
域
で
も
あ
る
。
英
米
法
に
お
け
る
法
の
拡

張
（juridifi cation

）
の
相
違

（
12
）

、
効
果
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
柔
軟
性
の
維
持
の
衝
突
を
考
え
る
上
で
、
社
会
規
範
の
役
割
、
法
と

社
会
規
範
の
相
互
作
用
、
規
範
の
維
持
に
法
が
役
立
つ
場
合
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
。

2
．
英
国
・
米
国
に
お
け
る
法
の
拡
張
、
効
果
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
達
成
と
柔
軟
性
の
維
持

⑴　

米
国
に
お
け
る
法
の
拡
張
、
社
会
規
範
と
法
の
相
互
作
用

米
国
で
は
エ
ン
ロ
ン
事
件
等
か
ら
自
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
対
す
る
信
頼
が
揺
る
ぎ
、
自
由
度
の
高
い
州
会
社
法
を
補
完
す
る
べ
く
サ
ー

ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
リ
ー
法
（
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
）
等
が
連
邦
証
券
諸
法
（
一
九
三
三
年
証
券
法
、
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
等
）
に
加
わ
っ
た
。
英
国

は
非
制
定
法
上
の
文
書
を
維
持
せ
ん
と
し
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
重
視
す
る
立
場
と
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
不
足
を
柔
軟
性
確
保

の
代
償
と
す
る
立
場
の
対
立
と
な
る

（
13
）

。
実
効
性
の
面
で
は
両
国
に
実
効
性
に
相
違
が
あ
る
と
一
概
に
は
い
え
な
い

（
14
）

。
効
果
的
な
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
柔
軟
性
の
維
持
の
衝
突
を
考
え
る
上
で
、
社
会
規
範
等
の
法
以
外
の
要
素
が
無
視
で
き
な
い

（
15
）

。
社
会
規
範
と
法
は
相

互
に
作
用
す
る
側
面
が
認
め
ら
れ
る
。

⑵　

信
認
義
務
の
役
割
、
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
と
注
意
義
務
の
境
界
、
法
の
強
制
と
裁
判
規
範

米
国
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務
の
法
と
社
会
規
範
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
取
締
役
の
注
意
義
務
に
は
責
任
の
対
象
と
な
ら
な
い
広

四
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忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
七
五
）

範
な
会
社
行
為
の
領
域
が
存
在
す
る
（
注
意
義
務
の
ミ
ス
テ
リ
ー
）。
注
意
義
務
に
関
し
、
受
認
者
の
行
為
規
範
の
水
準
と
司
法
審
査
の
審

査
基
準
（
責
任
基
準
）
の
乖
離
が
存
在
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
取
締
役
の
注
意
義
務
に
は
緩
や
か
な
司
法
審
査
の
基
準
が
望
ま
し
い
こ

と
を
正
当
化
す
る
理
由
が
あ
る
と
す
る
場
合
、
行
為
規
範
自
体
が
緩
や
か
な
司
法
審
査
の
基
準
に
合
わ
せ
ら
れ
な
い
の
か
が
考
察
対
象
と

な
る

（
16
）

。
ま
た
近
時
、loyalty

お
よ
びcare

と
い
う
道
徳
規
範
的
語
彙
で
表
さ
れ
る
信
認
義
務
に
お
い
て
、
社
会
規
範
の
再
発
見
と
も
呼

ぶ
べ
き
学
問
的
探
求
が
示
さ
れ
て
い
る

（
17
）

。

司
法
審
査
基
準
よ
り
も
厳
格
な
取
締
役
の
行
為
規
範
が
置
か
れ
る
意
味
と
し
て
、
注
意
義
務
は
法
規
範
の
典
型
と
い
う
よ
り
も
、
経
営

判
断
原
則
を
伴
い
、
法
に
依
拠
し
な
い
実
現
ル
ー
ル
・
社
会
規
範
と
し
て
把
握
で
き
る
見
解
も
あ
る

（
18
）

。
取
締
役
の
責
任
免
除
規
定
を
対
象

と
し
、
忠
実
義
務
の
再
検
討
が
試
み
ら
れ
る

（
19
）

。
会
社
法
がloyalty

、care

な
ど
道
徳
的
語
彙
を
引
き
継
い
で
お
り
、
社
会
規
範
と
法
の

相
互
作
用
な
ど
の
検
討
が
さ
れ
る
。
立
法
論
と
し
て
デ
ラ
ウ
ェ
ア
一
般
会
社
法
一
〇
二
条
⒝
⑺
の
忠
実
義
務
の
責
任
免
除
の
例
外
に
つ
き
、

取
締
役
が
直
接
ま
た
は
間
接
に
違
反
か
ら
利
益
を
獲
得
す
る
場
合
、
取
締
役
が
故
意
ま
た
は
思
慮
分
別
を
欠
い
て
（recklessly

）
不
当
な

行
為
を
な
し
た
場
合
に
限
定
す
る
べ
く
修
正
し
、L

ym
an Johnson

教
授
は
適
正
な
忠
実
性
（due loyalty

）
の
概
念
に
よ
る
絞
り
を
か

け
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
米
国
で
は
法
に
よ
る
作
用
が
及
ぶ
部
分
が
英
国
に
比
し
多
く
な
る
と
は
い
え
、
信
認
義
務
を
通
じ
て
コ
ー
ド
の

機
能
を
実
質
的
に
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
料
さ
れ
る
。

3
．
責
任
免
除
規
定
の
適
用
除
外
事
由
と
注
意
義
務
な
ら
び
に
忠
実
義
務

⑴　

責
任
免
除
規
定
の
具
体
的
な
適
用
除
外
事
由
と
信
認
義
務

米
国
の
信
認
義
務
の
考
察
に
お
い
て
、
責
任
免
除
規
定
の
適
用
除
外
事
由
と
の
関
連
で
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
の
規
範
的
側
面
の
検
討

を
進
め
る
。
米
国
で
も
規
範
に
よ
る
規
律
づ
け
が
別
の
形
で
機
能
・
発
展
し
た
こ
と
を
示
し
、
忠
実
義
務
の
概
念
と
実
際
の
扱
い
が
鍵
と

四
四
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月
）

（
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六
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な
る
。
従
前
は
注
意
義
務
の
概
念
を
広
く
と
り
、
重
大
な
過
失
概
念
に
よ
り
緩
や
か
な
適
用
関
係
と
し
、
反
面
忠
実
義
務
は
狭
く
と
り
、

厳
格
適
用
関
係
と
し
た
と
理
解
さ
れ
る
が
、
忠
実
義
務
適
用
面
で
も
規
範
的
要
素
が
窺
え
、
拡
張
に
は
適
正
な
忠
実
性
の
概
念
を
用
い
て

歯
止
め
を
か
け
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る

（
20
）

。

責
任
免
除
規
定
の
具
体
的
な
適
用
除
外
事
由
に
つ
い
て
、
責
任
制
限
制
度
創
設
の
契
機
はS

m
ith v. V

an G
orkom

事
件
（T

rans 

U
nion

事
件
）
判
決
で
あ
り

（
21
）

、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
取
締
役
が
十
分
な
情
報
を
得
た
上
で
の
判
断
（an inform

ed business 

judgm
ent

）
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
合
併
承
認
手
続
き
で
株
主
の
判
断
の
た
め
に
重
要
か
つ
十
分
な
情
報
を
開
示
し
な
か
っ
た
と
認
定
し
、

重
過
失
（gross negligence

）
に
よ
る
信
認
義
務
違
反
と
し
た
。
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
危
機
と
共
に
取
締
役
救
済
制
度
の
喪
失
と
し
て
就
任
拒
否

が
起
こ
り
、
社
外
取
締
役
確
保
が
困
難
と
な
っ
た

（
22
）

。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
な
ど
は
責
任
制
限
制
度
を
導
入
し
、
各
州
の
会

社
法
改
正
競
争
に
繋
が
っ
て
い
る
。

責
任
制
限
制
度
に
つ
い
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
な
ど
は
定
款
に
よ
る
減
免
と
し
て
賠
償
責
任
額
軽
減
（lim

it

）
ま
た
は
全
額
免
責

（elim
inate

）
規
定
を
置
く
方
式
が
多
い
。
適
用
除
外
は
、
①
会
社
ま
た
は
株
主
へ
の
忠
実
義
務
（duty of loyalty

）
違
反
の
責
任
、
②
善

意
（good faith

）
で
な
い
か
意
識
的
な
違
反
行
為
（intentional m

isconduct

）
も
し
く
は
悪
意
の
法
違
反
（know

ing violation of law

）
を

伴
う
行
為
な
い
し
不
作
為
の
責
任
、
③
違
法
配
当
、
違
法
な
株
式
買
受
な
ど
の
責
任
、
④
取
締
役
が
不
当
な
個
人
的
利
益
を
得
た
取
引
に

関
す
る
責
任
の
四
つ
で
あ
る
。
重
過
失
（gross negligence

）
は
除
外
事
由
に
該
当
せ
ず
、
責
任
制
限
の
適
用
が
あ
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
判

例
法
で
は
注
意
義
務
違
反
の
責
任
を
認
定
し
、
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
の
は
重
過
失
、
重
い
違
反
の
み
で
、
通
常
過
失
は
責
任

を
問
わ
な
い
（
重
過
失
基
準

（
23
）

）。
上
記
判
決
が
重
過
失
の
賠
償
責
任
を
認
定
し
た
た
め
、
重
過
失
違
反
の
責
任
も
制
限
す
る
こ
と
と
し
た
。

し
か
し
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
も
重
過
失
の
明
確
な
定
義
は
な
く
、
過
失
と
変
わ
り
が
な
い
。
過
失
責
任
に
は
過
失
の
程
度
を
問
わ
ず
責
任
制
限

四
四
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務
と
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務
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締
役
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（
藤
川
）

（
一
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七
七
）

が
適
用
さ
れ
、
無
謀
あ
る
い
は
故
意
の
義
務
違
反
に
は
責
任
制
限
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
最
高
裁A

ronson v. L
ew

is
判
決

（
24
）

に
お
い
て
、
経
営
判
断
の
原
則
の
適
用
が
な
い
場
合
を
表
す
重
過
失
の
文
言
と
の
統
一
的
理
解
が
困
難
と
な
る
。
同
判
決
の
重
過
失

の
意
味
は
理
性
的
で
な
く
取
締
役
の
裁
量
範
囲
を
逸
脱
す
る
場
合
で
あ
り
、
適
用
除
外
事
由
の
②
に
該
当
す
る
。
そ
の
後
もA

ronson

判
決
を
踏
襲
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
が
、
重
過
失
基
準
に
よ
る
と
し
つ
つ
、
通
常
過
失
に
よ
り
責
任
を
認
定
し
た
最
高
裁
判
例
も
あ
る
。

責
任
制
限
の
対
象
は
取
締
役
の
み
で
執
行
役
に
は
適
用
さ
れ
な
い

（
25
）

。
金
銭
賠
償
の
み
に
適
用
さ
れ
、
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
（
衡
平
法
）
上
の

救
済
た
る
差
止
命
令
（injunction

）、
無
効
・
取
消
処
分
（rescission

）
は
制
限
さ
れ
ず
、
株
主
の
取
締
役
解
任
権
も
影
響
し
な
い
。
対
会

社
・
株
主
責
任
で
あ
り
対
第
三
者
責
任
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
経
済
的
損
失
の
会
社
・
取
締
役
間
の
配
分
は
株
主
・
会
社
が
決
定
で
き
、

制
定
法
・
自
動
執
行
型
で
な
い
定
款
方
式
の
意
義
が
存
在
す
る
。
定
款
に
よ
る
免
責
、
制
定
法
に
よ
る
責
任
消
滅
の
場
合
、
除
外
事
由
に

該
当
し
な
い
限
り
訴
は
却
下
さ
れ
る
。
適
用
除
外
事
由
非
該
当
の
証
明
責
任
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
判
例
はaffi  rm

ative defense

（
積
極
的
抗
弁

事
項
）
と
し
て
被
告
取
締
役
に
負
わ
せ
る

（
26
）

。
制
限
条
項
に
基
づ
く
防
御
は
訴
訟
が
長
引
き
、
無
益
で
濫
訴
誘
発
に
繋
が
り
か
ね
な
い
と
の

批
判
が
あ
る
。

責
任
制
限
制
度
の
評
価
に
つ
い
て
、
注
意
義
務
基
準
の
実
質
的
消
滅
が
窺
え
る
。
責
任
制
限
の
定
款
規
定
を
採
用
し
な
い
会
社
は
社
外

取
締
役
が
確
保
で
き
ず
監
視
機
能
を
弱
め
、
全
面
的
免
責
を
選
択
す
れ
ば
違
反
抑
止
力
を
失
い
か
ね
な
い

（
27
）

。
理
論
的
妥
当
性
（rationale

）

と
し
て
責
任
の
公
平
性
、
注
意
義
務
基
準
の
活
性
化
と
無
益
訴
訟
等
の
排
除
、
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
の
適
正
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
忠
実
義
務
違
反

の
注
意
義
務
違
反
へ
の
す
り
替
え
が
な
く
な
り
、
忠
実
義
務
違
反
へ
の
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
の
不
適
用
が
徹
底
す
る

（
28
）

。
注
意
義
務
基
準
の
損
害
補

償
、
違
反
抑
止
機
能
の
低
下
は
あ
る
が
期
待
す
べ
き
で
な
い

（
29
）

。

四
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⑵　

忠
実
義
務
な
ら
び
に
責
任
限
定
制
度
と
監
査
等
委
員
会

イ　

責
任
限
定
制
度
と
我
が
国
の
監
査
等
委
員
会
制
度
の
敷
衍

責
任
限
定
に
つ
い
て
改
正
会
社
法
で
は
、
業
務
執
行
取
締
役
等
を
除
く
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
は
社
外
取
締
役
・
監
査
役
で
な
い
も
の

も
責
任
限
定
契
約
を
締
結
で
き
る
（
四
二
七
条
一
項

（
30
）

）。
業
務
執
行
取
締
役
等
を
除
く
取
締
役
に
係
る
最
低
責
任
限
度
額
の
算
定
に
際
し
て

職
務
執
行
の
対
価
の
財
産
上
の
利
益
の
額
に
乗
ず
べ
き
数
は
二
と
す
る
（
四
二
五
条
一
項
二
号
ロ
・
ハ
）。
社
内
取
締
役
も
非
業
務
執
行
役

員
は
責
任
限
定
の
対
象
と
な
り
得
る
た
め
、
上
記
考
察
は
規
範
形
成
に
お
い
て
有
用
性
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

監
査
等
委
員
会
制
度
を
採
用
す
る
場
合
、
利
益
相
反
処
理
に
お
け
る
非
業
務
執
行
役
員
と
株
主
の
役
割
分
担
が
考
察
さ
れ
、
非
業
務
執

行
役
員
拡
充
の
法
制
整
備
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
米
国
型
経
営
機
構
と
異
な
り
、
改
正
会
社
法
に
お
け
る
非
業
務
執
行

取
締
役
を
中
核
と
す
る
監
査
等
委
員
会
制
度
導
入
の
意
義
付
け
に
も
繋
が
る
。
非
業
務
執
行
役
員
の
義
務
は
注
意
義
務
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
忠
実
義
務
に
力
点
を
置
く
こ
と
が
想
定
で
き
、
規
範
的
要
素
の
整
合
性
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
。
本
来
的
に
内
包
す
る
規
範
的
要
素
に

力
点
を
置
け
ば
非
業
務
執
行
役
員
の
責
任
追
及
の
場
面
が
増
え
る
が
、
金
銭
的
損
害
賠
償
は
狭
め
て
解
釈
し
、
厳
格
な
無
過
失
責
任
と
す

る
。
更
に
非
業
務
執
行
役
員
の
役
割
を
重
視
し
た
改
革
を
進
め
役
割
分
担
の
あ
り
方
を
設
計
す
る
場
合
、
抽
象
的
に
過
ぎ
る
こ
と
を
忌
避

す
る
た
め
適
正
な
忠
実
性
（due loyalty

）
な
ど
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
屋
上
屋
を
重
ね
る
こ
と
に
な
り
、
抽
象
的
文
言
に

よ
っ
て
限
定
が
実
効
性
を
持
ち
う
る
か
は
疑
問
無
し
と
し
な
い
が
、
判
例
な
ど
の
蓄
積
を
待
つ
必
要
が
あ
ろ
う
。

ロ　

注
意
義
務
と
忠
実
義
務
の
境
界
の
不
分
明

会
社
法
の
忠
実
義
務
の
理
解
に
お
い
てloyalty

、care

な
ど
道
徳
規
範
が
用
い
ら
れ
、
社
会
規
範
と
し
て
の
取
り
扱
い
、
法
ル
ー
ル

の
積
極
的
意
味
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
利
害
衝
突
の
存
在
を
忠
実
義
務
と
注
意
義
務
の
区
別
の
標
識
と
す
る
見
解
も
あ
る
が

（
31
）

。
忠
実
義
務

四
四
八



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
七
九
）

の
充
足
と
区
別
に
も
十
分
で
は
な
い
こ
と
が
判
例
法
で
示
さ
れ
る

（
32
）

。
忠
実
義
務
の
概
念
は
明
確
な
は
ず
の
と
こ
ろ
、
柔
軟
な
規
範
的
要
素

を
含
む
が
、
損
害
賠
償
に
関
し
て
は
狭
く
し
て
解
釈
す
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
一
般
会
社
法
一
〇
二
条
⒝
⑺
の
忠
実
義
務
の
責
任
免
除
の
例

外
と
し
て
取
締
役
責
任
を
追
及
す
る
場
合
、
不
当
な
行
為
な
ど
に
よ
り
限
定
す
る
こ
と
で
衡
平
法
上
の
救
済
ま
た
は
限
定
さ
れ
た
損
害
賠

償
を
基
礎
づ
け
、
他
方
裁
判
官
は
損
害
賠
償
を
離
れ
てloyalty

の
規
範
意
識
に
よ
り
実
務
の
改
善
に
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
る

（
33
）

。

ハ　

忠
実
義
務
と
支
配
権
争
奪
お
よ
び
自
主
規
律

二
つ
の
義
務
に
つ
き
、
取
締
役
の
利
害
対
立
が
標
識
（F

lag

）
と
は
な
る
が
十
分
で
な
く
、
忠
実
義
務
は
厳
格
性
よ
り
も
開
か
れ
た
規

範
的
構
造
と
し
て
不
分
明
さ
を
内
包
す
る
。
個
人
的
利
益
の
対
立
の
回
避
の
み
で
は
忠
実
義
務
を
果
た
す
に
は
十
分
で
な
く
、
監
督
・
開

示
に
つ
い
て
も
注
意
義
務
か
ら
容
易
に
遮
断
さ
れ
な
い
。
取
締
役
の
開
示
義
務
は
信
認
義
務
の
誠
実
義
務
を
含
む
義
務
の
結
合
か
ら
生
じ

る
。私

見
で
あ
る
が
、
今
後
の
我
が
国
に
お
い
て
、
行
動
規
範
と
し
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
果
た
す
べ
き
機
能
・
役
割
と
も
整
合
す
る
も
の
と
い
え
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
の
局
面
で
は
、

機
関
投
資
家
の
受
認
者
義
務
が
特
に
意
識
さ
れ
、
予
測
可
能
性
、
確
実
性
の
点
か
ら
規
範
意
識
と
合
わ
せ
て
客
観
性
、
具
体
性
の
要
求
の

充
足
が
必
要
と
考
え
ら
れ
、
上
記
議
論
と
も
共
通
す
る
面
が
多
い
。
忠
実
義
務
は
広
く
把
握
さ
れ
、
他
の
義
務
と
の
衝
突
、
不
分
明
な
領

域
も
発
現
す
る
。
そ
れ
が
具
体
化
さ
れ
た
経
営
の
実
際
局
面
に
お
い
て
、
機
能
的
に
忠
実
義
務
の
適
用
を
図
る
に
は
一
定
の
規
範
概
念
に

よ
る
柔
軟
な
仲
介
項
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
が
規
範
意
識
で
あ
り
、
裁
判
官
も
取
締
役
の
説
得
を
試
み
、
ま
た
取
締
役
側
の
自
己
規
律
付

け
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
の
事
前
予
防
効
果
の
発
揮
に
繋
が
る
。
多
様
性
を
内
包
す
る
忠
実
義
務
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
二
〇
一
一
年

S
outhern P

eru

事
件
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所

（
34
）

）
な
ど
支
配
権
争
奪
に
関
わ
る
判
例
に
お
け
る
株
主
間
差
別
化
の
動
向
と
も
整
合

四
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
八
〇
）

性
あ
る
機
能
を
発
揮
で
き

（
35
）

、
規
範
意
識
が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
た
り
得
る
も
の
と
思
料
す
る
。

⑶　

責
任
限
定
制
度
と
我
が
国
法
制
の
比
較
考
察
│
執
行
役
へ
の
適
用
、
経
営
判
断
原
則
と
の
異
同
│

米
国
の
責
任
限
定
制
度
が
我
が
国
法
制
に
与
え
る
示
唆
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
対
会
社
責
任
に
関
す
る
補
償
制
度
と
し
て

（
36
）

、
各
州
法

は
取
締
役
等
の
勝
訴
の
場
合
の
裁
判
費
用
を
補
償
す
る
が
、
敗
訴
時
の
費
用
・
賠
償
金
等
は
補
償
し
な
い
。
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
の
填
補
額
は
上

限
が
あ
り
、
責
任
認
定
判
決
が
増
加
す
れ
ば
保
険
料
高
騰
な
ど
か
ら
救
済
制
度
の
機
能
を
発
揮
で
き
な
い
。
事
前
の
責
任
制
限
制
度
の
必

要
性
が
あ
り
、
全
州
の
会
社
法
が
注
意
義
務
違
反
の
金
銭
賠
償
責
任
制
限
を
認
め
る
。
責
任
制
限
論
は
米
国
法
律
協
会
（A

m
erican L

aw
 

Institute A
L
I

）
が
学
説
を
継
承
し
モ
デ
ル
制
度
を
完
成
さ
せ
た
。
通
常
過
失
の
責
任
は
事
実
上
消
滅
し
、
注
意
義
務
基
準
は
実
質
的
に

廃
止
さ
れ
た
。
米
国
に
お
け
る
責
任
制
限
制
度
は
除
外
事
由
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
取
締
役
に
金
銭
的
賠
償
責
任
を
全
額
負
わ
せ
な
い

一
方
、
執
行
役
に
適
用
が
な
く
責
任
の
公
平
な
負
担
、
適
切
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
促
す
政
策
趣
旨
を
反
映
し
て
い
な
い
。

我
が
国
の
責
任
制
限
制
度
導
入
に
関
し
て
実
用
面
で
疑
問
が
残
る
。
米
国
で
は
重
過
失
に
よ
る
責
任
も
制
限
の
適
用
対
象
と
な
る
。
重

過
失
概
念
は
各
州
に
お
い
て
過
失
、
過
失
の
領
域
を
超
え
た
不
誠
実
な
行
為
、
意
図
的
な
あ
る
い
は
無
謀
な
義
務
違
反
な
ど
悪
性
の
高
い

反
公
序
の
態
様
と
し
て
、
適
用
除
外
と
な
る
行
為
態
様
の
中
間
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
適
用
除
外
事
由
が
重
要
と
な
る
。
米
国
法
は
、
制

定
法
の
不
備
を
コ
モ
ン
ロ
ー
（
原
則
、
裁
判
準
則
）、public policy

（
公
的
政
策
、
公
序
）
が
充
足
し
、
判
例
に
よ
り
合
理
的
結
論
が
得
ら

れ
る
が
、
事
実
認
定
に
よ
り
妥
当
で
な
い
結
論
を
生
じ
る
可
能
性
は
あ
る
。

ま
た
経
営
判
断
原
則
に
つ
い
て
は
判
例
上
形
成
さ
れ
た
が
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
、
模
範
事
業
会
社
法
（M

odel B
usiness C

orporation A
ct

）
に
よ

り
条
文
化
も
試
み
ら
れ
る
。
責
任
制
限
制
度
同
様
、
過
失
に
よ
る
注
意
義
務
違
反
の
救
済
機
能
を
有
す
る
。
経
営
判
断
原
則
適
用
が
な
い

事
由
と
し
て
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
は
誠
実
で
な
い
場
合
、
忠
実
義
務
（
公
正
取
引
義
務
）
違
反
、
判
断
が
理
性
的
（rational

）
で
な
い
、
裁
量
権
を
逸

四
五
〇



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
八
一
）

脱
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。
理
性
的
で
な
い
、
の
用
語
は
適
用
除
外
事
由
の
義
務
の
認
識
あ
る
無
視
（
無
謀
性
）、
会
社
に
対
す
る
義
務
の

放
棄
と
同
じ
と
も
み
ら
れ
る
が
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
の
重
過
失
に
は
責
任
制
限
適
用
は
あ
る
が
経
営
判
断
原
則
適
用
は
な
く
、
経
営
判
断
原

則
の
統
一
的
理
解
の
曖
昧
さ
が
指
摘
さ
れ
る

（
37
）

。
ま
た
経
営
判
断
原
則
は
法
令
違
反
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
責
任
制

限
は
悪
意
で
も
、
非
難
可
能
性
の
低
い
法
違
反
で
あ
れ
ば
適
用
さ
れ
る
点
で
経
営
判
断
原
則
と
異
な
り
、
責
任
追
及
に
は
経
営
判
断
原
則

よ
り
も
緩
く
働
く
。
経
営
判
断
原
則
は
事
後
的
で
判
例
準
則
の
た
め
適
用
に
ば
ら
つ
き
が
生
じ
や
す
く
、
監
視
義
務
違
反
に
適
用
が
な
い

こ
と
が
欠
点
と
な

（
38
）

る
（
39
）

。
こ
こ
に
注
義
務
違
反
に
関
す
る
事
前
の
制
度
で
あ
る
責
任
制
限
制
度
の
意
義
が
存
在
す
る
。

第
四
章　

米
国
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務
│
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
と
新
二
分
説
な
ど
│

1
．
信
認
義
務
に
お
け
る
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
の
序
列
関
係
な
ら
び
に
問
題
意
識

取
締
役
の
職
務
執
行
に
際
し
て
、
適
切
な
動
機
・
認
識
の
意
義
を
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
（good faith

）
と
し
て
考
察
す
る
研
究
が
進
め
ら

れ
、
信
認
義
務
の
中
の
忠
実
義
務
（loyalty

）、
注
意
義
務
、
グ
ロ
ス
・
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
重
過
失
）、
権
限
濫
用
な
ど
の
相
互
関
係
が
検

討
さ
れ
る

（
40
）

。
定
款
の
責
任
制
限
規
定
を
も
っ
て
し
て
も
信
認
義
務
違
反
に
基
づ
く
取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
を
免
除
し
得
な
い
グ
ッ
ド

フ
ェ
イ
ス
を
欠
く
行
為
の
具
体
的
意
義
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
る
。

忠
実
義
務
は
利
益
相
反
禁
止
義
務
に
限
定
さ
れ
ず
、
会
社
利
益
の
積
極
的
増
進
に
専
念
す
べ
き
こ
と
を
取
締
役
に
求
め
、
積
極
的
作
為

義
務
（
自
主
開
示
の
義
務
な
ど
）
を
含
む
こ
と
が
学
説
、
判
例
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
注
意
義
務
は
積
極
的
利
益
増
進
の
動
機
を
持

つ
取
締
役
が
動
機
実
現
の
た
め
に
注
意
、
技
能
を
尽
く
し
、
慎
重
に
行
動
す
べ
き
義
務
を
意
味
す
る
。
忠
実
義
務
の
充
足
後
に
注
意
義
務

が
成
立
す
る
序
列
関
係
が
認
め
ら
れ
る
が
、
両
者
は
渾
然
と
し
て
司
法
審
査
さ
れ
る
場
面
が
存
在
す
る
。
利
益
相
反
関
係
は
経
済
上
の
利

四
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
八
二
）

益
相
反
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
、
個
人
的
感
情
な
ど
金
銭
上
の
利
害
の
な
い
要
因
が
動
機
と
な
る
と
き
も
忠
実
義
務
ま
た
は
グ
ッ
ド
フ
ェ

イ
ス
の
欠
如
に
基
づ
く
忠
実
義
務
違
反
が
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
著
し
く
拙
劣
な
経
営
判
断
は
取
締
役
に
お
い
て
会
社
の
利
益

増
進
以
外
の
動
機
の
存
在
、
自
己
の
職
責
に
対
す
る
無
視
・
無
関
心
の
事
実
が
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
欠
如
と
評
価
さ
れ
得
る
こ
と
、
経
営

判
断
の
質
が
司
法
審
査
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
と
い
い
切
れ
な
い
こ
と
も
示
さ
れ
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
米
国
に
お
い
て
、
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
と
い
う
誠
実
義
務
を
忠
実
義
務
の
下
位
的
要
求
と
す
る
近
時
の
米
国

D
isney

事
件
判
決

（
41
）

の
検
討
も
含
め
、
信
認
義
務
の
考
察
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
と
い
え
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
、
参
考
と

な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
主
観
的
な
規
範
領
域
を
問
題
と
し
、
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
の
境
界
が
不
分
明
と
な
り
、
忠
実
義
務
が
柔
軟
性

を
有
す
る
こ
と
で
適
用
領
域
が
拡
大
す
る
反
面
、
従
前
の
注
意
義
務
の
ミ
ス
テ
リ
ー
状
態
が
本
来
厳
格
な
忠
実
義
務
に
及
ぼ
す
影
響
も
検

討
が
必
要
と
な
る
。
他
方
、
経
営
判
断
領
域
と
し
て
経
営
陣
の
不
可
侵
と
さ
れ
た
戦
略
面
の
判
断
に
も
司
法
判
断
が
及
び
、
取
締
役
の
責

任
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
の
本
来
的
な
監
視
責
任
の
担
い
手
は
ど
う
な
る
か
、
両
方
の
義
務
が
渾
然
化
す
る
中
で

注
意
義
務
の
ミ
ス
テ
リ
ー
の
解
消
に
向
か
う
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
論
点
を
抱
え
て
い
る
。
コ
ー
ド
の
趣
旨
、
英
国
会
社
法
の

取
締
役
の
一
般
的
義
務
規
定
な
ど
と
整
合
性
を
持
っ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
（
収
斂
）
の
中
で
顕
現
化

し
た
論
点
と
い
え
よ
う
。

忠
実
義
務
の
問
題
点
と
し
て

（
42
）

、
①
米
国
で
は
総
株
主
の
利
益
の
増
進
の
観
点
か
ら
解
し
て
既
存
株
主
の
利
益
を
害
す
る
取
引
、
株
主
間

の
差
別
的
取
扱
い
が
忠
実
義
務
違
反
に
な
り
得
る
と
解
さ
れ
、
差
止
請
求
等
の
救
済
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
我
が
国
で
会
社
損
害
を
要
件

と
し
な
い
取
締
役
に
対
す
る
一
般
的
違
法
行
為
差
止
請
求
を
認
め
る
べ
き
と
の
議
論
に
繋
が
る
こ
と
、
②
取
締
役
が
特
に
少
数
派
株
主
に

対
し
て
信
認
義
務
を
負
う
と
す
る
根
拠
と
内
容
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

（
43
）

、
③
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
欠
如
の
状
況
と
し
て
監
視
義

四
五
二



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
八
三
）

務
懈
怠
が
あ
る
が
、
判
例
・
学
説
の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
法
令
遵
守
体
制
整
備
義
務
の
検
討
が
不
十
分
な
こ
と
、
④
代
表
訴

訟
提
起
に
お
い
て
、
原
告
株
主
の
事
前
の
提
訴
請
求
の
免
除
要
件
（dem

and futility

）
に
関
す
る
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
判
例

（
44
）

に
つ
き
十
分
な
考

察
が
さ
れ
な
い
こ
と
、
⑤
忠
実
義
務
に
含
ま
れ
る
競
業
避
止
義
務
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
い
こ
と
、
⑥
信
認
義
務
規
範
に
関
し
契
約
論
者

の
見
解

（
45
）

が
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

2
．
取
締
役
の
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
に
関
す
る
考
察

⑴　

取
締
役
の
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス

グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
は
会
社
の
正
当
な
利
益
増
進
の
た
め
と
い
う
認
識
・
心
理
状
態
（state of m

ind

）
を
取
締
役
が
有
す
る
こ
と
で

（
46
）

、
そ

の
欠
如
は
認
識
を
欠
く
こ
と
、
正
当
な
利
益
増
進
の
た
め
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平

法
裁
判
所
で
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（
47
）

。
忠
実
性
の
欠
如
と
は
相
似
性
が
あ
り
、
忠
実
義
務
違
反
を
経
済
的
な
利
益
相
反
に
限
定
し
な
い
議

論
か
ら
、
質
的
相
違
の
意
味
合
い
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

（
48
）

。

⑵　

経
営
判
断
原
則
の
保
護
が
及
ば
な
い
場
合
の
公
正
性
の
立
証
と
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス

取
締
役
の
責
任
追
及
、
違
法
行
為
の
差
止
等
を
求
め
る
原
告
か
ら
経
営
判
断
原
則
の
五
類
型
の
該
当
事
実
の
い
ず
れ
か
を
欠
く
行
為
で

あ
る
と
の
一
応
の
（prim

a facie

）
証
明
が
さ
れ
れ
ば
経
営
判
断
原
則
の
保
護
は
及
ば
な
い

（
49
）

。
原
告
請
求
に
一
応
の
理
由
が
あ
る
と
し
て

正
式
事
実
審
理
（trial

）
に
入
る
。
利
害
関
係
を
有
す
る
、
ま
た
は
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
欠
如
の
事
実
は
忠
実
義
務
違
反
の
根
拠
事
由
と

な
り
、
注
意
義
務
違
反
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
比
べ
重
視
さ
れ
る
。
被
告
取
締
役
側
か
ら
積
極
的
抗
弁
（affi  rm

ative 

defense

）
に
よ
る
訴
え
却
下
の
申
立
て
が
行
わ
れ
る
と
、
本
案
審
理
前
に
被
告
申
立
て
を
認
容
す
る
判
決

（
50
）

が
出
さ
れ
る
。
経
営
判
断
原
則

の
保
護
が
及
ば
な
い
場
合
、
公
正
性
の
立
証
義
務
が
取
締
役
に
課
さ
れ
る

（
51
）

。
完
全
な
公
正
性
（entire fairness

）
と
し
て
要
求
水
準
は
高

四
五
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
八
四
）

い
。
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
（good faith

）
遵
守
義
務
と
は
次
元
が
異
な
り
、
峻
別
す
べ
き
も
の
と
な
る
。

⑶　

忠
実
義
務
と
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス

忠
実
義
務
と
類
似
概
念
の
同
質
性
が
問
題
と
な
る
。
忠
実
義
務
違
反
の
主
張
が
さ
れ
、
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
欠
如
、
ま
た
は
利
益
相
反

の
疑
い
が
原
告
に
よ
り
一
応
立
証
さ
れ
経
営
判
断
原
則
の
保
護
が
及
ば
な
い
場
合
、
注
意
義
務
違
反
同
様
に
取
締
役
は
客
観
的
ま
た
は
本

質
的
公
正
性
に
関
す
る
厳
し
い
挙
証
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
。
忠
実
義
務
違
反
行
為
の
是
正
・
救
済
と
し
て
、
取
消
し
、
取
締
役
の
報
酬
請

求
権
の
否
定
、
取
締
役
が
得
た
財
産
に
か
か
る
擬
制
信
託
（constructive trust

）
の
設
定
が
挙
げ
ら
れ

（
52
）

る
（
53
）

。

⑷　

忠
実
義
務
違
反
行
為
の
類
型

注
意
義
務
と
忠
実
義
務
は
性
質
上
異
な
る
が

（
54
）

、
境
界
は
明
瞭
で
な
く
、
監
視
懈
怠
な
ど
同
一
行
為
が
両
方
の
義
務
違
反
に
該
当
す
る
と

の
判
例
も
あ
る

（
55
）

。
忠
実
義
務
違
反
の
定
義
・
基
準
は
な
く
、
会
社
に
対
す
る
詐
欺
行
為
、
バ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
行
為
、
自
己
取
引
・
利
益

相
反
取
引
、
収
賄
行
為
な
ど
の
例
示
的
な
判
断
基
準
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
会
社
の
最
善
の
利
益
の
実
現
と
い
う
動
機
に
基
づ
か
な
い
行

為
が
忠
実
義
務
違
反
行
為
と
な
る
と
こ
ろ
、
曖
昧
で
あ
り
、
会
社
利
益
の
積
極
的
ま
た
は
消
極
的
侵
害
行
為
を
忠
実
義
務
違
反
と
し
て
認

定
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る

（
56
）

。
利
益
相
反
取
引
の
ほ
か
、
損
害
発
生
の
懸
念
を
知
り
つ
つ
開
示
し
な
か
っ
た
不
作
為
も
含
ま
れ
る
。
私
見
で

あ
る
が
、
こ
の
点
は
我
が
国
法
制
度
に
お
い
て
消
極
的
妥
当
性
に
か
か
る
領
域
で
あ
り
、
米
国
判
例
法
に
お
け
るR

ed F
lag

の
機
能
す

る
接
点
と
な
り
得
る
。
忠
実
義
務
と
法
令
遵
守
体
制
、
即
ち
消
極
的
妥
当
性
の
経
営
判
断
で
あ
っ
て
も
、
経
営
判
断
原
則
が
機
能
し
得
な

い
部
分
と
な
り
、
健
全
性
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
同
様
に
取
り
扱
う
境
界
線
と
な
ろ
う
。

支
配
権
争
奪
の
介
入
に
つ
き
、
取
締
役
の
地
位
保
全
を
主
目
的
と
す
る
行
為
は
忠
実
義
務
違
反
と
な
る

（
57
）

。
利
益
相
反
回
避
と
い
う
狭
義

で
は
把
握
さ
れ
な
い

（
58
）

。
敵
対
的
買
収
防
衛
に
お
け
る
取
締
役
の
対
応
は
第
一
段
階
の
忠
実
義
務
、
第
二
段
階
の
注
意
義
務
の
二
つ
を
含
む

四
五
四



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
八
五
）

（
ユ
ノ
カ
ル
事
件

（
59
）

）。
私
見
で
あ
る
が
、
米
国
法
に
関
し
て
、
権
限
分
配
論
に
基
づ
く
知
見
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
取
締
役
に
お
け
る
主
観

的
な
要
件
で
な
く
、
客
観
的
な
要
因
で
判
断
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
面
か
ら
は
問
題
な
く
て
も
、
忠
実
義
務
の
点

で
取
締
役
の
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
三
分
論
に
近
接
し
た
論
拠
と
な
ろ
う
か
。S

outhern P
eru

事
件
に
し
て
も
同
様
の
類

推
が
及
ぶ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
忠
実
義
務
は
対
象
領
域
を
広
く
し
て
把
握
が
で
き
る
が
、
な
お
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
と
は
異
な
る
存
在
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑸　

忠
実
義
務
違
反
に
対
す
る
完
全
な
公
正
性
の
立
証
責
任

忠
実
義
務
違
反
の
主
張
に
対
し
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ
、
差
止
請
求
等
を
回
避
す
る
た
め
に
は
取
締
役
は
完
全
な
公
正
性
を
立
証
す
る

必
要
が
あ
る

（
60
）

。
独
立
取
締
役
で
構
成
さ
れ
る
特
別
委
員
会
か
ら
情
報
提
供
を
受
け
承
認
が
行
わ
れ
た
事
実
を
主
張
す
れ
ば
、
立
証
責
任
は

原
告
に
転
換
さ
れ
る

（
61
）

。
私
見
で
あ
る
が
、
こ
の
点
か
ら
も
今
後
の
我
が
国
法
制
に
お
い
て
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
係
る
忠
実
義
務
に
関

し
て
は
、
正
し
い
経
営
判
断
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
情
報
入
手
の
確
保
、
権
限
内
容
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
差
止
請

求
権
に
関
し
て
、
非
業
務
執
行
取
締
役
が
担
う
差
止
請
求
権
と
忠
実
義
務
違
反
に
お
け
る
外
部
株
主
な
ど
か
ら
の
差
止
請
求
権
の
両
面
か

ら
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
は
業
務
執
行
を
行
わ
な
い
が
戦
略
面
で
は
参
画
す
る
と
み
ら
れ
、
忠
実
義
務
は
経
営
判

断
の
前
提
と
し
て
位
置
付
け
る
限
り
、
非
業
務
執
行
取
締
役
も
差
止
請
求
権
の
対
象
と
な
り
得
よ
う
。
積
極
的
な
業
務
展
開
に
か
か
る
戦

略
策
定
の
決
定
場
面
で
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
企
業
価
値
向
上
を
図
る
べ
き
非
業
務
執
行
取
締
役
の
忠
実
義
務
違
反
を
観
念

す
る
。
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
わ
る
近
時
のM

itsui S
um

itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

）（2012

）
事
件
、

Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｓ
（H

alifax B
ank of S

cotland

）
事
件

（
62
）

な
ど
は
取
締
役
の
忠
実
義
務
違
反
と
し
て
検
討
す
る
余
地
も
あ
ろ
う
。

四
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
八
六
）

3
．
取
締
役
の
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
と
信
認
義
務
三
分
説

⑴　

運
営
の
プ
ロ
セ
ス
化
と
取
締
役
の
義
務

社
外
取
締
役
が
多
数
を
占
め
る
と
公
開
企
業
で
は
忠
実
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
事
例
が
減
少
し
た

（
63
）

。
法
令
遵

守
・
内
部
統
制
体
制
整
備
が
進
め
ら
れ
、
二
〇
〇
二
年
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
（
米
国
企
業
改
革
法
）
に
よ
り
内
部
統
制
監
査
・
報
告
書
作
成
が
フ
ォ
ー

ム10-K

提
出
会
社
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
客
観
的
検
証
可
能
性
か
ら
業
務
執
行
過
程
を
プ
ロ
セ
ス
・
透
明
化
す
る
傾
向
が
高
ま
り
、
利

害
関
係
の
な
い
取
締
役
が
業
務
執
行
プ
ロ
セ
ス
に
従
っ
て
い
る
こ
と
で
注
意
義
務
履
行
の
客
観
的
裏
付
け
の
事
実
と
な
る
。
反
面
、
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
具
体
化
さ
れ
な
い
が
取
締
役
に
期
待
さ
れ
て
い
る
行
動
は
何
か
と
い
う
疑
念
が
残
る

（
64
）

。
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
議
論
は
プ
ロ
セ

ス
化
さ
れ
た
経
営
環
境
に
お
け
る
義
務
規
範
、
信
認
義
務
の
統
一
的
理
解
に
お
い
て
有
用
と
な
る

（
65
）

。
私
見
で
あ
る
が
、
今
後
の
我
が
国
法

制
に
お
い
て
、
忠
実
義
務
の
規
範
化
に
関
し
て
は
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
概
念
が
中
核
を
な
し
、
エ
ン
ロ
ン
事
件
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
金
融
危
機

な
ど
の
不
祥
事
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
型
機
構
を
徹
底
し
て
も
防
止
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
病
巣
を
根
治
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
鍵
と
な
る
の

は
機
関
投
資
家
・
株
主
、
経
営
陣
双
方
に
お
け
る
企
業
価
値
最
大
化
に
向
け
た
規
範
の
向
上
で
あ
り
、
米
国
で
は
コ
ー
ド
が
根
付
か
な
い

の
で
あ
れ
ば
判
例
形
成
に
よ
る
規
範
化
概
念
導
入
が
実
際
と
な
る
。
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
に
か
か
る
議
論
が
参
考
と
な
る
が
、
グ
ッ
ド
フ
ェ

イ
ス
の
み
で
こ
と
足
り
る
の
か
、
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）
の
要
素
を
充
足
さ
せ
る
た
め
の
今
後
の
検
討
が
必
要
と
な

ろ
う
。

⑵　

不
適
切
な
経
営
判
断
に
対
す
る
責
任
追
及
と
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス

原
告
の
責
任
追
及
に
お
い
て
忠
実
義
務
違
反
、
定
款
に
よ
る
責
任
減
免
の
対
象
外
と
い
う
こ
と
が
明
白
で
な
い
限
り
、
実
質
的
な
責
任

減
免
の
対
象
外
行
為
と
し
て
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
欠
如
を
主
張
す
る
。
請
求
原
因
の
選
択
と
な
る
忠
実
義
務
違
反
（
利
益
相
反
）、
注
意
義

四
五
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忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
八
七
）

務
違
反
（
経
営
判
断
プ
ロ
セ
ス
の
過
誤
）
以
外
に
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
が
注
視
さ
れ
る
所
以
と
な
る
。
定
款
の
免
責
も
な
く
帰
責
性
が
高
く
、

忠
実
義
務
違
反
と
の
境
界
領
域
に
位
置
す
る
。
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
を
欠
く
注
意
義
務
違
反
行
為
は
、
取
締
役
が
免
責
さ
れ
ず
、
保
護
の
適

用
対
象
外
で
あ
る
点
か
ら
忠
実
義
務
違
反
に
近
接
す
る
が
、
利
益
相
反
が
な
い
と
い
う
点
で
は
狭
義
の
忠
実
義
務
違
反
と
は
い
え
な
い
。

免
責
さ
れ
な
い
点
で
は
注
意
義
務
違
反
と
も
い
え
な
い
。
独
立
義
務
と
し
て
信
認
義
務
の
第
三
類
型
と
す
る
見
解
が
成
り
立
ち
得
る
。
他

方
、
忠
実
義
務
の
本
来
的
意
義
は
利
益
相
反
禁
止
よ
り
も
積
極
的
利
益
増
進
に
か
か
る
取
締
役
の
動
機
の
保
持
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
グ
ッ

ド
フ
ェ
イ
ス
を
欠
く
作
為
・
不
作
為
は
忠
実
義
務
違
反
の
範
疇
に
観
念
さ
れ
る

（
66
）

。

⑶　

信
認
義
務
三
分
説
と
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス

一
九
九
三
年
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
判
決
は
信
認
義
務
を
忠
実
義
務
と
注
意
義
務
、
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
義
務
の
一
体
（triad

）

と
し
て
と
ら
え
る

（
67
）

。
他
方
二
〇
〇
一
年
二
月
衡
平
法
裁
判
所
判
決
は
伝
統
的
信
認
義
務
二
分
論
か
ら
忠
実
義
務
の
一
部
と
明
示
し
た

（
68
）

。
ア

イ
ゼ
ン
バ
ー
グ
は
独
立
の
義
務
と
し
て
次
の
通
り
観
念
す
る

（
69
）

。
①
会
社
に
法
令
違
反
行
為
を
さ
せ
な
い
、
②
自
主
開
示
、
③
恣
意
的
手
続

を
通
じ
て
機
関
決
定
を
受
け
な
い
、
④
金
銭
が
絡
ま
な
く
と
も
不
正
な
動
機
を
持
た
な
い
、
⑤
自
己
の
職
責
を
事
実
上
無
視
す
る
態
度
を

と
ら
な
い
義
務
で
あ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
今
後
の
我
が
国
法
制
に
お
い
て
、
責
任
規
範
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
行
為
規
範
と
し
て
の
機
能

に
着
目
し
た
点
で
名
宛
人
こ
そ
違
え
ど
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
共
通
性
が
あ
り
、
健
全
性
の
み
な
ら
ず
、
効
率
性
の
是
非
の

判
断
を
含
め
る
こ
と
で
経
営
判
断
領
域
に
踏
み
込
む
と
い
う
特
色
を
有
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
消
極
的
妥
当
性
か
、
企
業
価
値
最
大
化
の

た
め
の
積
極
的
妥
当
性
も
対
象
領
域
と
す
る
か
検
討
が
進
め
ら
れ
よ
う
。
我
が
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
に
か

か
る
領
域
の
対
象
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
我
が
国
に
お
い
て
忠
実
義
務
あ
る
い
は
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
義
務
の
規
範
化
概
念
と
し
て

コ
ー
ド
あ
る
い
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
実
際
に
策
定
す
る
場
合
の
参
考
と
な
る
。
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
観

四
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
八
八
）

点
で
い
え
ば
、
妥
当
性
な
い
し
効
率
性
の
面
で
積
極
的
妥
当
性
、
消
極
的
妥
当
性
の
分
水
嶺
と
な
る
と
い
え
よ
う
。

⑷　

新
二
分
論
と
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス

信
認
義
務
三
分
説
と
二
分
論
の
議
論
は
二
〇
〇
六
年
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
が
新
二
分
論
の
立
場
を
と
り

（
70
）

、
一
応
の
収
束
を
み

た
。
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
は
忠
実
性
の
副
次
的
要
件
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
三
分
説
を
否
定
す
る
見
解
は
、
伝
統
的
二
分
論
と
異
な
り
、
忠
実

義
務
な
い
し
忠
実
性
を
広
義
に
解
し
（
新
二
分
論
）、
会
社
の
最
善
の
利
益
を
増
進
す
る
積
極
的
な
行
動
を
求
め
る
義
務
と
し
て
構
成
さ
れ
、

会
社
の
利
益
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
が
内
包
さ
れ
る

（
71
）

。
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
機
能
は
、
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
を
欠
く
作

為
・
不
作
為
に
つ
い
て
定
款
の
免
責
を
認
め
な
い
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
一
〇
二
条
⒝
⑺
が
各
州
法
で
設
け
ら
れ
、
経
営
の
不
手
際
の
あ

る
取
締
役
の
責
任
追
及
と
し
て
原
告
株
主
が
利
用
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
あ
る

（
72
）

。
信
認
義
務
三
分
説
、
新
二
分
論
と
も
、
業
務
執
行
面
の

グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
意
義
を
会
社
利
益
実
現
に
貢
献
す
る
と
認
識
す
る
点
で
大
き
な
相
違
は
な
い
。
新
二
分
論
は
、
忠
実
義
務
を
利
益
相

反
禁
止
の
み
な
ら
ず
、
広
義
の
義
務
と
し
て
把
握
す
る

（
73
）

。

私
見
で
あ
る
が
、
我
が
国
に
お
い
て
従
前
は
上
場
・
公
開
企
業
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
数
が
少
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
近
時
徐
々
に
増

加
し
つ
つ
あ
り
、
社
外
取
締
役
を
含
め
た
取
締
役
全
体
の
義
務
を
考
察
す
る
場
合
、
不
作
為
の
み
な
ら
ず
、
上
場
・
公
開
企
業
の
実
際
と

し
て
も
倫
理
・
規
範
的
観
点
か
ら
の
義
務
概
念
を
導
入
す
る
必
要
性
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
企
業
価

値
最
大
化
の
観
点
か
ら
機
関
投
資
家
が
採
用
す
れ
ば
、
経
営
者
に
も
同
様
の
規
律
づ
け
が
以
前
に
も
増
し
て
必
要
と
な
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
と
共
に

（
74
）

、
米
国
型
の
法
制
度
を
基
礎
と
す
る
我
が
国
と
す
れ
ば
、
法
規
範
・
裁
判
規
範
の
面
で
も
平

仄
を
合
わ
せ
た
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
コ
ー
ド
が
事
後
的
裁
判
規
範
と
し
て
機
能
す
る
か
ど
う
か
、
判
例
形
成
を
待
つ
の
か
、
そ
の
間

の
規
律
づ
け
と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
な
ど
整
理
す
べ
き
課
題
は
多
い
。

四
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忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
八
九
）

4
．R

ed Flag

と
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
義
務
の
接
点

私
見
で
あ
る
が
、
今
後
我
が
国
に
お
い
て
、
行
為
規
範
（code of conduct

）
と
し
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
を
策
定

す
る
場
合
、
行
為
規
範
と
責
任
規
範
の
境
界
を
い
か
に
認
識
す
る
か
、
米
国
判
例
法
上
のR

ed F
lag

（
危
険
な
徴
候
）
が
示
さ
れ
た
場
合

に
関
す
る
経
営
陣
の
責
任
が
考
察
さ
れ
る
が

（
75
）

、
さ
ら
に
故
意
ま
た
は
未
必
の
故
意
を
持
ち
無
視
す
る
場
合
に
両
説
の
い
か
な
る
立
場
に
立

つ
に
せ
よ
、
信
認
義
務
違
反
を
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。R

ed F
lag

と
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
義
務
の
接
点
と
い
え
る
。R

ed 

F
lag

は
消
極
的
妥
当
性
の
局
面
に
お
い
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
の
境
界
線
を
形
成
し
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
受
け
な
い
場
面
が

想
定
さ
れ
る
。
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
義
務
の
場
合
、
積
極
的
妥
当
性
を
も
対
象
領
域
と
す
る
規
範
概
念
で
あ
る
た
め
両
者
は
完
全
に
重
複

す
る
も
の
で
な
く
、
重
な
る
領
域
が
存
在
す
る
。R

ed F
lag

は
、
積
極
的
妥
当
性
、
消
極
的
妥
当
性
の
う
ち
、
消
極
的
妥
当
性
に
お
い

て
機
能
し
う
る
も
の
で
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
の
接
点
と
な
る
。
経
営
陣
がR

ed F
lag

を
看
過
す
る
場
合
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反

に
近
似
し
、
経
営
判
断
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
。
取
締
役
の
責
任
追
求
に
お
い
て
、
範
囲
が
狭
め
ら
れ
、
明
確
さ
を
伴
う
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
点
が
責
任
追
及
側
と
し
て
は
利
点
と
な
ろ
う
。

他
方
、
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
義
務
は
作
為
・
不
作
為
も
含
む
が
、
欠
如
し
た
場
合
、
直
ち
に
信
認
義
務
違
反
と
な
ら
ず
、
忠
実
義
務
・

注
意
義
務
違
反
の
責
任
追
及
の
前
提
要
件
と
な
る
。R

ed F
lag

もR
ed F

lag

違
反
義
務
は
観
念
さ
れ
ず
、
こ
の
点
で
同
一
で
あ
る
が
、

グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
義
務
は
概
念
自
体
が
広
範
で
あ
り
、
こ
れ
自
体
行
為
規
範
と
な
る
。
従
っ
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー

ド
策
定
の
対
象
の
一
つ
と
な
る
。
責
任
追
及
の
た
め
経
営
判
断
原
則
適
用
を
排
除
す
る
に
は
、
別
途
故
意
要
件
な
ど
が
必
要
と
な
る
。
こ

れ
に
よ
り
法
規
範
性
を
備
え
る
こ
と
に
な
る
。
責
任
追
及
の
方
策
た
り
得
る
点
で
は
同
一
で
あ
る
が
、R

ed F
lag

と
の
相
違
点
は
規
範

と
し
て
、
元
来
内
心
面
の
主
観
的
、
抽
象
的
な
概
念
と
い
う
点
で
あ
る
。
他
方R

ed F
lag

自
体
は
具
体
的
な
徴
候
と
し
て
把
握
さ
れ
、

四
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
九
〇
）

客
観
的
要
素
が
強
い
。R

ed F
lag

は
主
観
的
要
素
を
補
完
す
る
こ
と
で
容
易
に
裁
判
規
範
た
り
得
る
が
、
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
義
務
は

単
独
で
は
信
認
義
務
違
反
に
結
び
つ
く
と
は
い
い
難
い
。
会
社
利
益
の
向
上
と
い
う
積
極
面
を
存
在
根
拠
と
す
る
点
でR

ed F
lag

と
相

違
が
あ
る
。
両
者
の
関
係
は
重
複
し
近
接
も
す
る
が
、
独
自
の
作
用
領
域
を
有
す
る
。
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
義
務
は
今
後
の
判
例
形
成
な

ど
絞
り
込
み
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

第
五
章　

英
国
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
な
ら
び
に
一
般
的
義
務
の
考
察

1
．
英
国
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役

英
国
で
は
取
締
役
の
注
意
義
務
に
つ
い
て
、
①
主
観
的
基
準
か
ら
客
観
的
基
準
を
加
え
た
二
重
基
準
へ
と
判
例
法
が
変
更
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
②
小
規
模
会
社
に
お
い
て
取
締
役
の
注
意
義
務
基
準
を
客
観
的
基
準
に
よ
り
引
き
上
げ
る
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
、
③
上
場
会
社

な
ど
大
規
模
公
開
会
社
で
は
、
統
合
規
範
の
影
響
な
ど
か
ら
、
非
業
務
執
行
取
締
役
を
含
め
て
取
締
役
の
専
門
性
が
高
ま
り
、
注
意
義
務

基
準
が
主
観
的
基
準
に
よ
り
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
注
）。
私
見
で
あ
る
が
、
③
はA

pproved P
ersons

導
入
と

軌
を
一
に
す
る
動
き
で
あ
り
、
規
範
意
識
と
し
て
の
主
観
的
要
素
が
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
監
督
当
局
に
よ
る
恣
意

性
の
入
り
込
む
余
地
の
拡
大
を
示
唆
し
て
い
よ
う
が
、
我
が
国
で
は
総
じ
て
経
営
陣
の
主
観
的
な
規
範
意
識
は
英
国
、
米
国
よ
り
も
高
い

と
い
う
素
地
が
あ
る
。
我
が
国
で
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
出
さ
れ
た
現
在
、
寧
ろ
、
客
観
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
を
含

め
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
発
出
が
待
た
れ
る
所
以
と
な
ろ
う
。

英
国
で
は
非
業
務
執
行
取
締
役
の
注
意
義
務
基
準
は
通
常
よ
り
も
高
度
と
さ
れ
、
統
合
規
範
は
裁
判
官
の
判
断
指
針
と
し
て
機
能
し
、

我
が
国
の
有
益
な
示
唆
と
な
る
（
川
島
い
づ
み
教
授

（
76
）

）。
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
が
高
ま
り
、
義
務
の
高
度
化
、
法
規
定
整
備
、
解
釈

四
六
〇



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
九
一
）

の
進
展
が
進
め
ら
れ
る
。
二
〇
〇
三
年
改
正
統
合
規
範
は
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
を
取
り
入
れ
、
全
て
の
会
社
は
会
社
の
成
功
に
全
体
と
し
て

責
任
を
負
う
効
率
的
取
締
役
会
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
る
こ
と
、
健
全
な
内
部
統
制
の
維
持
、
取
締
役
会
と
業
務
執
行
者
の
責
任
の
区
別
、

取
締
役
会
議
長
と
最
高
業
務
執
行
責
任
者
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
の
兼
任
と
横
滑
り
人
事
の
原
則
禁
止
を
規
定
す
る
（
第
一
条A

,A
,2

）。
非
業
務
執
行

取
締
役
は
戦
略
的
提
案
の
建
設
的
意
見
、
経
営
者
の
業
績
評
価
、
業
績
報
告
の
監
視
、
財
務
情
報
の
健
全
性
、
財
務
統
制
・
リ
ス
ク
管
理

の
健
全
性
と
正
当
性
（robust and defensible

）
を
確
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
業
務
執
行
取
締
役
の
適
度
な
報
酬
水
準
決
定
、
選
解

任
、
後
継
者
決
定
プ
ラ
ン
に
役
割
が
期
待
さ
れ
る
。「
非
業
務
執
行
取
締
役
の
責
任
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
：
注
意
、
技
量
お
よ
び
勤
勉
」

附
則
Ｂ
で
は
業
務
時
間
の
少
な
さ
を
考
慮
し
、
研
修
、
説
明
・
専
門
家
助
言
等
が
規
定
さ
れ
る
（A

.5.1.,A
.5.2.

）。
業
務
知
識
、
経
験
の

不
十
分
さ
は
言
い
訳
に
は
で
き
な
い
。
私
見
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
英
国
コ
ー
ド
に
お
け
る
横
滑
り
人
事
の
原
則
禁
止
の
方
針
は
、
親

子
会
社
関
係
に
お
け
る
本
社
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
を
認
め
な
いA

pproved P
ersons

制
度
と
同
趣
旨
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

2
．
注
意
義
務
と
一
九
八
六
年
倒
産
法
二
一
四
条
、
一
九
八
六
年
取
締
役
資
格
剥
奪
法

二
〇
〇
六
年
会
社
法
は
第
一
〇
編
第
二
章
一
七
〇
│
一
八
一
条
「
取
締
役
の
一
般
的
な
義
務
」（general duties of directors

）
が
規
定

さ
れ
た

（
77
）

。
主
目
的
は
コ
モ
ン
ロ
ー
た
る
判
例
法
の
成
文
法
化
で
あ
る
。
①
取
締
役
が
会
社
利
益
よ
り
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
を
優
先

す
る
可
能
性
に
対
す
る
義
務
、
②
取
締
役
が
任
務
を
懈
怠
す
る
（be negligent

）
可
能
性
に
向
け
ら
れ
た
義
務
と
さ
れ
、
異
質
説
の
唱
え

る
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
に
対
応
す
る
。
信
認
義
務
違
反
同
様
、
責
任
追
及
の
根
拠
と
な
る
（
一
七
八
条
一
項
二
号
）。
第
一
七
四
条

は
善
管
注
意
義
務
に
相
当
す
る
内
容
で
、
①
取
締
役
は
合
理
的
な
注
意
、
技
量
お
よ
び
勤
勉
さ
（reasonable care, skill,and diligence

）

を
備
え
る
義
務
を
負
う
。
②
合
理
的
注
意
力
の
あ
る
者
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
注
意
と
技
量
を
意
味
す
る
。
そ
の
程
度
は
取
締
役
と
同
様
の

役
割
を
果
た
す
者
に
合
意
的
に
期
待
さ
れ
る
一
般
的
な
知
識
、
技
量
、
経
験
、
な
ら
び
に
当
該
取
締
役
が
現
実
に
有
す
る
一
般
的
な
知
識
、

四
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
九
二
）

技
量
、
経
験
で
あ
る
。
裁
判
所
は
当
該
取
締
役
に
対
し
て
合
理
的
に
期
待
さ
れ
る
技
量
以
上
に
高
い
水
準
を
要
求
し
な
か
っ
た
（
主
観
的

基
準
）
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー
は
倒
産
法
（Insolvency A

ct 1986

）
二
一
四
条
を
反
映
し

（
78
）

、
注
意
義
務
に
客
観
的
基
準
を
含
め
る
方
向
に
あ
る

（
二
重
の
基
準duel objective

）。
一
方
、
代
表
訴
訟
規
定
は
少
数
派
株
主
へ
の
詐
欺
的
行
為
に
つ
い
て
明
確
化
さ
れ
、
継
続
許
可
制
度
に
よ

り
濫
訴
の
歯
止
め
を
か
け
る
。
取
締
役
資
格
剥
奪
法
（the C

om
pany D

irectors D
isqualifi cations A

ct 1986

）
は
、
倒
産
手
続
き
過
程
で

清
算
人
等
の
申
立
に
よ
り
経
営
関
与
が
不
適
任
と
判
断
さ
れ
る
と
裁
判
所
が
一
定
期
間
取
締
役
の
資
格
剥
奪
命
令
を
発
す
る

（
79
）

。
同
様
に
厳

格
化
の
方
向
に
あ
る
。

3
．
英
国
会
社
法
一
七
二
条
の
一
般
的
義
務
（
会
社
の
成
功
を
促
進
す
べ
き
義
務
）

⑴　

英
国
会
社
法
の
一
般
的
義
務

英
国
二
〇
〇
六
年
会
社
法
第
二
章
で
は
信
認
義
務
と
注
意
義
務
を
含
め
、
会
社
の
成
功
を
促
す
べ
き
義
務
（
一
七
二
条
）
と
し
て
一
般

的
義
務
を
規
定
す
る

（
80
）

。
単
な
る
株
主
企
業
で
は
な
い
と
の
株
式
会
社
観
が
背
景
に
あ
る
。
影
の
取
締
役
（shadow

 director

）
も
負
う

（
一
七
〇
条
五
項
）。
一
九
九
八
年
法
律
委
員
会
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
律
委
員
会
の
共
同
報
告
書
で
受
託
者
的
義
務
（fi duciary duties

）

に
関
し
て
制
定
法
化
が
勧
告
さ
れ
た
。
第
一
七
〇
条
は
取
締
役
の
一
般
的
義
務
（
一
七
一
条
│
一
七
七
条
）
が
会
社
に
対
す
る
義
務
で
あ
り

（
一
項
）、
利
益
相
反
回
避
義
務
と
第
三
者
か
ら
の
利
益
取
得
禁
止
の
義
務
（
一
七
五
条
、
一
七
六
条
）
が
取
締
役
退
任
後
も
適
用
さ
れ
る
こ

と
、
一
般
的
義
務
が
由
来
す
る
判
例
法
上
の
義
務
に
つ
い
て
規
定
す
る
（
二
│
四
項
）。
具
体
的
に
、
定
款
を
遵
守
し
権
限
の
範
囲
内
に
お

い
て
行
為
す
べ
き
義
務
（
一
七
一
条
）、
会
社
の
成
功
を
促
進
す
べ
き
義
務
（
一
七
二
条
）、
独
立
し
た
判
断
を
行
う
べ
き
義
務
（
一
七
三
条
）、

合
理
的
な
注
意
・
技
倆
・
勤
勉
さ
を
用
い
る
義
務
（
一
七
四
条
）、
利
益
相
反
回
避
義
務
（
一
七
五
条
）、
第
三
者
か
ら
の
利
益
受
領
の
禁
止

義
務
（
一
七
六
条
）、
会
社
と
の
取
引
に
対
す
る
利
害
関
係
の
開
示
義
務
（
一
七
七
条
）
の
七
つ
が
定
め
ら
れ
る
。
会
社
の
成
功
を
促
進
す

四
六
二



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
九
三
）

べ
き
義
務
が
注
視
さ
れ
、
義
務
の
履
行
に
お
い
て
株
主
以
外
の
従
業
員
、
取
引
先
、
地
域
社
会
等
の
利
害
関
係
者
（stakeholder

）
の
利

益
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

（
81
）

。
信
認
義
務
の
う
ち
規
範
的
と
さ
れ
る
注
意
義
務
に
つ
い
て
概
念
を
一
般
化
す
る
た
め
に
は
、
前
提
と
し
て

今
後
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
基
礎
の
確
立
あ
る
い
は
詳
細
な
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
の
策
定
が
必
要
と
な
り
、
二
〇
〇
六
年
改
正
後
の
英
国
の

金
融
危
機
を
踏
ま
え
た
今
後
の
動
向
が
注
視
さ
れ
よ
う
。

⑵　

一
般
的
義
務
の
内
容

第
一
七
二
条
の
会
社
の
成
功
を
促
進
す
べ
き
義
務
（D
uty to prom

ote the success of the com
pany

）
の
内
容
は
、
取
締
役
は
社
員
全

体
の
利
益
の
た
め
に
会
社
の
成
功
を
促
進
す
る
可
能
性
が
最
も
大
き
い
と
誠
実
に
考
え
る
と
こ
ろ
に
従
い
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

考
慮
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
⒜
一
切
の
意
思
決
定
に
よ
り
長
期
的
に
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
結
果
（
長
期
的
意
思
決
定
の
結
果
）（the likely 

consequences of any decision in the long term

）、
⒝
会
社
従
業
員
の
利
益
、
⒞
供
給
業
者
、
顧
客
そ
の
他
の
者
と
会
社
の
事
業
上
の
関

係
の
発
展
を
促
す
必
要
性
、
⒟
会
社
事
業
の
も
た
ら
す
地
域
社
会
お
よ
び
環
境
の
影
響
、
⒠
会
社
が
事
業
活
動
の
水
準
の
高
さ
に
係
る
評

判
を
維
持
す
る
こ
と
の
有
用
性
、
⒡
会
社
の
社
員
相
互
間
の
取
扱
い
に
お
い
て
公
正
に
行
為
す
る
必
要
性
（
一
項
）
を
掲
げ
る
。

4
．
英
国
の
一
般
的
義
務
と
米
国
の
忠
実
義
務
の
比
較
考
察
な
ら
び
に
我
が
国
の
俯
瞰

英
国
に
お
け
る
取
締
役
の
一
般
的
義
務
規
定
は
、
株
主
価
値
か
ら
企
業
価
値
の
観
点
へ
の
転
換
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
企
業
の
所
有
者

が
株
主
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
理
論
か
ら
脱
却
し
、
顧
客
、
従
業
員
、
地
域
社
会
な
ど
を
含
む
ス
テ
イ

ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
益
を
考
慮
し
た
新
た
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
へ
の
転
換
を
図
る
も
の
と
い
え
る
。
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
の

議
論
に
も
繋
が
る
。
予
て
か
ら
企
業
経
営
論
で
は
唱
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
会
社
法
に
お
い
て
取
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
意
義

が
あ
る
。
社
外
取
締
役
の
要
件
強
化
に
し
て
も
、
独
立
性
強
化
、
ま
た
実
質
的
な
効
用
を
高
め
ん
と
し
て
も
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
の
文
言
面
の

四
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
九
四
）

修
正
に
終
始
し
て
き
た
感
が
あ
り
、
エ
ン
ロ
ン
事
件
後
の
米
国
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
も
然
り
で
あ
ろ
う
。
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
規
範
を
法
制
化

し
た
規
定
と
し
て
、
従
来
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
規
定
と
は
発
想
が
全
く
異
な
る
。
米
国
で
は
コ
ー
ド
概
念
は
受
容
さ
れ
な
い
た
め
、
忠
実

義
務
な
ど
の
一
般
的
規
定
に
関
し
て
、
判
例
法
の
面
か
ら
規
範
化
が
進
め
ら
れ
る
が
、
会
社
が
誰
の
利
益
の
た
め
に
経
営
さ
れ
る
べ
き
か

を
企
業
社
会
の
観
点
か
ら
明
示
す
る
こ
と
、
利
益
相
反
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
厳
格
す
ぎ
る
取
扱
い
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
と
い
う
視
点
は

英
国
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
問
題
点
は
、
同
じ
く
一
般
的
規
定
で
あ
る
米
国
の
注
意
義
務
が
経
営
判
断
原
則
適
用
に
よ
り
事
実
上
骨

抜
き
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
鑑
み
て
、
米
国
の
忠
実
義
務
あ
る
い
は
英
国
の
一
般
的
義
務
が
適
用
に
お
い
て
緩
和
さ
れ
過
ぎ
な
い
か
、
懸

念
が
残
る
こ
と
、
そ
も
そ
も
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
面
の
対
応
が
不
明
で
あ
る
こ
と
、A

pproved P
ersons

の
よ
う
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
強
化
の
観
点
か
ら
事
実
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
強
め
る
よ
う
に
な
れ
ば
詳
細
なH

and B
ook

に
よ
る
ル
ー
ル
化
の
揺
り
戻

し
に
な
ら
な
い
か
、
少
な
く
と
も
企
業
側
の
事
前
の
防
衛
（lines of defense

）
と
し
て
はH

and B
ook

は
最
低
限
、
企
業
が
処
分
を
受

け
な
い
た
め
の
要
件
を
定
め
た
ル
ー
ル
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
コ
ー
ド
の
主
旨
を
没
却
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
が
掲
げ
ら
れ

る
（
82
）

。一
般
的
義
務
に
つ
い
て
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
主
体
の
英
国
に
お
け
る
ハ
ー
ド
ロ
ー
内
の
調
整
・
揺
り
戻
し
と
い
え
る
。
懸
念
材
料
は
あ
る
も

の
の
、
一
般
的
義
務
の
内
容
は
我
が
国
の
場
合
、
主
と
し
て
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
い
て
柔
軟
に
調
整
を

図
り
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
接
点
と
も
い
え
る
金
商
法
、
上
場
規
則
等
で
補
完
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
コ
モ
ン
ロ
ー
と
い
い
つ
つ
、
内
容
の
相

違
す
る
英
国
、
米
国
の
法
制
度
の
狭
間
に
あ
っ
て
二
つ
の
日
本
版
コ
ー
ド
は
米
国
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
と
し
て
の
シ
ェ
ア
ホ
ル

ダ
ー
・
タ
イ
プ
、
ド
イ
ツ
型
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
タ
イ
プ
等
の
い
づ
れ
と
も
異
な
る
日
本
型
経
営
に
親
和
す
る
独
自
の
企
業
価
値
モ
デ

ル
を
指
向
す
る
試
金
石
と
な
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
質
的
な
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
の
流
れ
を
促
進
さ
せ
る
も
の
と
も
な
ろ
う
。

四
六
四



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
九
五
）

5
．
非
業
務
執
行
取
締
役
の
注
意
義
務
の
高
度
化
と
二
重
基
準
、
今
後
の
展
望

英
国
で
は
コ
モ
ン
ロ
ー
と
判
例
法
上
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
特
有
の
義
務
は
な
く
法
的
に
未
発
達
で
あ
る

（
83
）

。
非
業
務
執
行
取
締
役
に

専
門
性
と
能
力
を
要
求
す
る
規
定
は
取
締
役
の
責
任
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。the S

ecretary of S
tate v. S

w
an and 

N
orth

事
件
、C

om
m
onw

ealth O
il and　

G
as C

o. L
td. v B

axter

事
件
な
ど
非
業
務
執
行
取
締
役
に
係
る
判
決
を
経
て
、
監
督
義
務

違
反
な
ど
注
意
義
務
（duty of care and skill and diligence

）
違
反
に
つ
き
主
観
的
基
準
（subjective standard

）
に
依
拠
し
た
判
例
が
転

換
す
る
の
は
一
九
九
一
年N

orm
an v. T

heodore G
oddard

事
件

（
84
）

、
一
九
九
三
年R

e D
'Jan of L

ondon L
td

事
件

（
85
）

判
決
で
あ
る
。
客

観
的
基
準
を
適
切
と
し
て
専
門
性
を
求
め
、
取
締
役
の
責
任
を
加
重
し
た
。
二
重
基
準
に
対
し
て
は
責
任
を
厳
格
化
し
、
取
締
役
の
確
保

が
困
難
に
な
る
懸
念
が
示
さ
れ
る

（
86
）

。
ま
た
取
締
役
資
格
剥
奪
制
度
は
不
誠
実
（dishonest

）、
事
業
倫
理
（com

m
ercial m

orality

）
に
反
す

る
行
為
、
著
し
く
無
能
な
場
合
に
対
し
て
不
適
任
と
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
注
意
、
技
量
お
よ
び
勤
勉
の
義
務
に
つ
い
て
厳
格
化
の

方
向
に
あ
る

（
87
）

。
非
業
務
執
行
取
締
役
の
適
用
と
し
て
一
九
九
六
年C

ontinental A
ssurance C

o. L
td of L

ondon plc

事
件
判
決

（
88
）

は
銀

行
家
な
ど
（a banker and corporate fi nancier

）
の
経
験
に
基
づ
き
高
水
準
の
行
為
基
準
の
充
足
を
求
め
て
い
る
。

上
記
の
通
り
、
英
国
で
は
二
〇
〇
六
年
会
社
法
改
正
に
よ
っ
て
専
門
的
知
見
を
備
え
た
も
の
は
高
レ
ベ
ル
の
主
観
的
基
準
が
適
用
さ
れ

る
。
統
合
コ
ー
ド
の
要
求
も
あ
り
、
再
び
主
観
的
基
準
は
引
き
上
げ
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
客
観
的
基
準
も
小
規
模
会
社
に
比

し
て
高
度
と
な
り
、
公
衆
・
市
場
の
期
待
を
反
映
す
る
。
大
規
模
公
開
会
社
で
業
務
執
行
取
締
役
の
業
務
執
行
の
信
頼
性
も
問
題
と
な
り
、

客
観
的
指
針
、
柔
軟
な
解
釈
の
可
能
な
規
範
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
統
合
コ
ー
ド
で
は
独
立
・
非
業
務
執
行
取
締
役
は
最
低
一
人
は
財
務
上

の
経
験
を
求
め
ら
れ
、
注
意
義
務
基
準
は
高
度
と
な
り
、
裁
判
官
の
判
断
指
針
と
し
て
機
能
す
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
今
後
我
が
国
に
お

い
て
、
非
執
行
業
務
取
締
役
を
中
心
に
、
具
体
的
な
事
案
毎
に
柔
軟
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
だ
け
に
米
国
の
忠
実
義
務
の
規

四
六
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
九
六
）

範
化
概
念
、
英
国
の
一
般
的
義
務
、
注
意
実
義
務
の
考
察
は
重
要
と
な
る
。
米
国
で
は
注
意
義
務
が
経
営
判
断
原
則
な
ど
に
よ
っ
て
骨
抜

き
と
さ
れ
、
忠
実
義
務
に
お
い
て
厳
格
な
適
用
が
さ
れ
る
中
、
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
義
務
と
い
う
注
意
義
務
や
忠
実
義
務
の
違
反
を
問
う

場
合
の
前
提
と
も
い
え
る
規
範
的
意
識
の
扱
い
が
焦
点
と
な
っ
て
き
た
。
米
国
で
は
コ
ー
ド
概
念
を
受
け
付
け
な
い
と
さ
れ
、
規
範
概
念

を
内
包
し
う
る
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
に
お
い
て
問
題
意
識
が
先
鋭
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
対
し
て
英
国
で
は
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
り
判

例
掲
載
が
さ
れ
、
コ
ー
ド
に
よ
る
規
律
づ
け
が
さ
れ
た
が
、
金
融
危
機
な
ど
を
経
て
柔
軟
な
対
応
よ
り
も
厳
格
適
用
の
た
め
の
法
制
度
整

備
が
な
さ
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
六
年
改
正
に
よ
る
注
意
義
務
の
規
定
導
入
も
そ
の
一
環
で
あ
ろ
う
。
並
行
し
て
、
会
社
機
関
に
対
す
る
規

律
と
共
に
、
機
関
投
資
家
に
対
す
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
策
定
に
よ
り
、
長
期
的
企
業
価
値
に
関
す
る
投
資
家
・
株
主
の
意

識
の
改
革
が
並
行
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
一
般
的
義
務
は
、
個
々
の
取
締
役
で
な
く
全
体
と
し
て
の
取
締
役
会
の
果
た
す
べ
き
会
社
の

成
功
に
向
け
た
責
任
・
義
務
と
な
る
が
、
前
提
と
し
て
個
々
の
経
営
陣
に
お
い
て
も
事
前
の
就
任
段
階
に
お
い
て
、
従
前
か
ら
の
注
意
義

務
に
関
す
る
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
行
為
基
準
の
達
成
を
求
め
る
べ
く
、
コ
ー
ド
に
よ
り
対
象
を
拡
大
し
てA

pproved P
ersons

制
度
を
強
化
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
英
国
で
は
、
総
合
的
な
施
策
の
集
合
を
も
っ
て
企
業
価
値
向
上
と
健
全
性
の
維
持
を
目

指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
金
融
危
機
は
発
生
し
て
い
な
い
我
が
国
と
し
て
、
法
制
度
で
な
く
、
米
国
の
よ
う
に
規
範
化
概
念
に
よ
る
柔

軟
な
適
用
を
図
る
べ
く
、
コ
ー
ド
に
よ
る
規
範
を
受
け
付
け
な
い
米
国
と
も
異
な
る
も
の
と
し
て
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

コ
ー
ド
策
定
に
落
と
し
込
む
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

四
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忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
九
七
）

第
六
章　

二
重
基
準
と
非
業
務
執
行
取
締
役
、A

pproved P
ersons

1
．
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
影
響
と
二
重
基
準
な
ら
び
に
非
業
務
執
行
取
締
役
とA

pproved P
ersons

英
国
に
お
け
る
注
意
義
務
に
係
る
二
重
基
準
に
つ
い
て
、
近
時
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
正
が
基
準
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
従
前
は
主
観
的
基
準
の
補
完
の
た
め
客
観
的
基
準
が
有
用
と
さ
れ
た
が
、
抽
象
的
に
把
握
さ
れ
て
き
た
取
締
役
の
専
門
性
、
能

力
の
内
容
が
具
体
的
に
示
さ
れ
、
取
締
役
の
認
識
を
基
準
に
判
断
す
る
こ
と
で
主
観
的
基
準
に
よ
り
判
断
基
準
の
実
質
的
引
き
上
げ
が
図

ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る

（
89
）

。
私
見
で
あ
る
が
、
英
国
で
は
主
と
し
て
注
意
義
務
の
領
域
に
お
い
て
判
例
・
議
論
が
多
い
が
、
信
認
義
務
を
頂

点
と
す
る
米
国
と
異
な
り
、
我
が
国
で
は
善
管
注
意
義
務
の
概
念
が
最
上
位
に
あ
る
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
に
理
解
で
き
よ
う
。
米
国
で
は
注

意
義
務
に
加
え
て
忠
実
義
務
の
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
義
務
の
境
界
あ
る
い
は
異
同
に
関
す
る
議
論
・
判
例
が
多
く
出
さ
れ
る
が
、
英
国
で

は
こ
う
し
た
領
域
の
規
範
は
コ
ー
ド
概
念
に
お
い
て
示
さ
れ
、
上
場
企
業
に
対
す
る
縛
り
と
な
り
、
更
に
二
〇
〇
六
年
会
社
法
改
正
に
よ

る
一
般
的
義
務
の
関
連
と
し
て
明
確
に
さ
れ
、
包
摂
さ
れ
て
き
て
い
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

the S
ecretary of S

tate v. S
w
an and N

orth
事
件
判
決

（
90
）

は
取
締
役
会
副
議
長
、
監
査
委
員
会
委
員
長
を
兼
ね
た
非
業
務
執
行
取
締

役
に
対
し
て
知
見
が
あ
り
財
務
担
当
取
締
役
の
情
報
を
信
用
す
る
の
み
で
は
足
り
ず
、
自
ら
適
切
に
監
督
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
十
分

に
監
督
し
な
い
場
合
責
任
を
負
う
こ
と
を
判
示
し
た
。
客
観
的
基
準
の
補
完
の
た
め
の
主
観
的
基
準
へ
機
能
的
変
化
が
み
ら
れ
る
。
監
督

機
能
の
高
度
化
と
共
に
非
業
務
執
行
取
締
役
の
注
意
義
務
は
変
容
し
、
最
低
基
準
と
し
て
の
客
観
的
基
準
、
主
観
的
基
準
は
⒜
専
門
家
、

⒝
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
よ
り
一
定
の
知
識
や
能
力
を
要
求
さ
れ
る
取
締
役
に
対
す
る
上
乗
せ
基
準
と
な
る
。
構
成
員
の
質
の
面
か
ら

適
切
な
監
督
機
能
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

四
六
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
一
九
八
）

私
見
で
あ
る
が
、
⒝
の
部
分
が
、A

pproved P
ersons

に
係
る
領
域
で
あ
る
が
、
英
国
に
お
い
て
、
そ
の
適
用
対
象
は
経
営
陣
に
加

え
て
拡
大
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
即
ち
取
締
役
を
対
象
と
す
る
制
度
に
止
ま
ら
ず
、
独
自
の
制
度
・
基
準
と
し
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・

コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
多
重
・
重
畳
適
用
の
可
能
性
と
共
に
適
用
領
域
を
拡
大
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。

海
外
金
融
資
本
の
英
国
現
地
法
人
に
対
す
る
適
用
な
ど
上
場
企
業
に
限
定
し
た
適
用
に
止
ま
ら
な
い
。
ま
たA

pproved P
ersons

に
対

す
る
要
求
事
項
は
専
門
性
に
止
ま
ら
ず
、
誠
実
さ
な
ど
の
規
範
概
念
も
含
ん
で
い
る
。
米
国
で
は
コ
ー
ド
が
存
在
せ
ず
、
判
例
に
よ
る
忠

実
義
務
な
ど
の
概
念
化
で
柔
軟
に
取
り
込
ん
で
き
た
と
み
ら
れ
る
。
英
国
に
お
け
る
注
意
義
務
の
検
討
過
程
で
の
二
重
基
準
を
枠
を
超
え

て
き
た
問
題
と
い
え
、
米
国
で
は
忠
実
義
務
あ
る
い
は
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
義
務
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
部
分
で
あ
り
、
英
国
で
は

コ
ー
ド
が
担
う
領
域
と
い
え
る
。
英
国
で
は
会
社
法
規
定
、
取
締
役
の
注
意
義
務
に
関
す
る
判
例
形
成
、
コ
ー
ド
規
範
等
と
の
整
合
性
を

い
か
に
保
ち
つ
つ
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
律
を
保
っ
て
い
く
か
、
注
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

コ
ー
ド
改
正
に
よ
り
取
締
役
会
は
独
立
性
の
ほ
か
、
専
門
性
や
能
力
を
課
す
規
定
も
整
備
さ
れ
る
。
独
立
性
の
追
求
の
み
で
は
業
務
監

督
は
困
難
で
あ
り
、
独
立
性
と
相
反
す
る
面
も
指
摘
さ
れ
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
の
注
意
義
務
に
専
門
性
や
能
力
を
求
め
ら
れ
、
そ
の

場
合
主
観
的
基
準
に
よ
り
責
任
が
厳
格
化
さ
れ
る
た
め
、
候
補
者
減
少
、
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
が
問
題
と
な
る
。
取
締
役
責
任
免
除
制
度
も
検
討

さ
れ
る

（
91
）

。

我
が
国
判
例
で
は
経
営
判
断
原
則
適
用
に
お
い
て
い
か
な
る
取
締
役
が
具
体
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
主
観
的

基
準
を
含
む
二
重
基
準
の
採
用
が
提
唱
さ
れ
る

（
92
）

。
我
が
国
に
お
い
て
コ
ー
ド
、
上
場
規
則
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
り
専
門
性
や
能
力
を
課

す
規
定
を
置
く
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
。
責
任
制
限
な
ど
事
後
的
段
階
で
な
く
、
監
査
役
を
含
む
非
業
務
執
行
役
員
監
査
役
、
更
に
社
内
非

業
務
執
行
取
締
役
に
つ
い
て
、
各
々
注
意
義
務
違
反
の
判
断
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
た
検
討
が
望
ま
れ
よ
う
。

四
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忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
九
九
）

2
．A

pproved P
ersons

と
二
〇
〇
六
年
改
正
会
社
法
一
七
二
条
の
符
合

⑴　
A
pproved Persons

に
求
め
ら
れ
る
資
質
と
行
動
規
範

A
pproved P

ersons

に
求
め
ら
れ
る
資
質
に
つ
い
て
掲
示
し
て
お
き
た
い
。F

S
A
 H

andbook

に
お
い
てT

hreshold C
onditions 

C
ode

（
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
）
が
策
定
さ
れ
、A

pproved P
ersons

の
内
容
を
規
定
し
、
対
象
企
業
を
拘
束
す
る
。
第
一
にP

rinciples

と
し
て
、

integrity

、
説
明
可
能
な
機
能
と
し
て
のskill

、care and diligence

、
市
場
規
範
の
遵
守
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
・
Ｐ
Ｒ
Ａ
な
ど
規
制
機
関
と
の

open

、co-operative
なdeal

、
情
報
の
適
切
な
開
示
、
説
明
可
能
で
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
機
能
（accountable signifi cant infl uence 

function

）
を
実
践
す
るA

pproved P
ersons

が
効
率
的
統
制
に
向
け
た
合
理
的
段
階
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
当
局

主
導
か
つ
通
常
監
督
が
重
視
さ
れ
る
。

⑵　

A
pproved Persons

と
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
七
二
条
の
符
合

第
一
七
二
条
の
内
容
に
つ
い
て
、
七
つ
の
一
般
的
義
務
の
中
で
独
立
し
た
判
断
を
下
す
義
務
に
よ
り
、
休
眠
取
締
役
（sleeping 

directors

）、
影
の
取
締
役
に
影
響
が
あ
ろ
う
。
取
締
役
に
期
待
さ
れ
る
注
意
、
技
能
お
よ
び
努
力
（care, skill and diligence

）
の
程
度

は
、
合
理
的
に
期
待
し
て
よ
い
一
般
的
な
知
識
、
と
当
該
取
締
役
が
有
す
る
一
般
的
な
知
識
、
能
力
お
よ
び
経
験
を
合
わ
せ
る
。
合
理
的

な
注
意
、
能
力
、
努
力
を
行
使
す
る
義
務
はA

pproved P
ersons

に
対
す
るP

rinciples and C
ode

の
内
容
と
符
合
す
る
。

A
pproved P

ersons

の
要
求
水
準
も
ま
た
主
観
的
・
客
観
的
の
両
面
か
ら
構
築
さ
れ
て
い
こ
う
か
。

3
．
社
内
・
非
業
務
執
行
取
締
役
の
機
能
発
揮
、
監
督
機
能
と
監
査
機
能
の
一
元
化

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
制
度
導
入
に
よ
り
経
営
機
構
の
選
択
肢
が
増
加
し
、
企
業
側
は
企
業
価
値
向
上
、
持
続
的
成
長
に
向
け
て
説

明
責
任
が
高
ま
っ
た
。
取
締
役
は
社
内
外
の
区
別
な
く
付
議
事
項
に
は
一
律
の
責
任
を
負
う
と
す
る
裁
判
例
が
増
加
し
て
い
る
が
、
監
査

四
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
〇
〇
）

等
委
員
会
設
置
会
社
の
選
択
に
よ
り
対
処
可
能
と
な
る

（
93
）

。
社
外
取
締
役
に
お
け
る
業
務
情
報
収
集
・
調
査
権
限
の
不
備
是
正
が
求
め
ら
れ

る
（
94
）

。ま
た
監
督
機
能
と
監
査
機
能
の
一
元
化
が
提
言
さ
れ
る

（
95
）

。
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
で
は
監
督
機
関
は
監
査
等
委
員
会
を
含
む
取
締
役

会
で
あ
り
、
監
査
機
能
は
監
督
（supervisory

）
機
能
の
一
部
と
な
る
。
監
査
等
委
員
は
職
務
執
行
の
監
査
・
監
査
報
告
書
作
成
、
会
計

監
査
人
の
選
解
任
・
不
再
任
に
関
す
る
議
案
内
容
決
定
を
行
う
。
調
査
権
限
は
監
査
等
委
員
会
に
一
元
化
さ
れ
、
情
報
収
集
権
限
と
監
督

権
限
の
一
体
化
に
よ
り
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
内
部
統
制
部
門
の
連
携
も
進
展
す
る
。
健
全
性
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
維
持
な
ど
事
前

予
防
の
観
点
か
ら
、
独
任
制
を
前
提
と
す
る
監
査
役
機
能
で
あ
る
違
法
行
為
差
止
請
求
権
も
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
は
確
保
さ
れ
る
。

監
査
役
・
監
査
委
員
会
の
監
査
は
広
義
の
監
督
（supervisory

）
機
能
と
し
て
理
解
で
き

（
96
）

、
実
際
に
も
主
要
機
能
は
情
報
収
集
、
業
務
執

行
監
視
、
提
言
、
監
査
法
人
の
利
益
相
反
調
整
で
あ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
我
が
国
の
今
後
の
法
制
度
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
監
督
機

能
と
監
査
機
能
の
一
元
化
に
伴
い
、
監
督
機
能
が
拡
大
し
、
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
の
導
入
な
ど
柔
軟
な
対
応
が
必
要
と
な
ろ
う
。

私
見
で
あ
る
が
、
利
益
相
反
問
題
は
人
事
、
報
酬
関
連
も
含
め
た
広
義
の
も
の
で
あ
り
、
改
正
会
社
法
に
お
け
る
監
査
等
委
員
会
の
非

業
務
執
行
取
締
役
は
実
質
的
に
指
名
、
報
酬
委
員
会
と
し
て
の
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
符
合
・
親
和
す
る
。
人
事
事
項
の
中
に
、

本
社
な
ど
の
役
員
選
任
以
外
の
例
え
ば
海
外
現
地
法
人
に
関
す
る
役
員
派
遣
も
包
含
さ
れ
よ
う
。
現
地
法
人
に
関
す
る
人
事
が
広
義
で
み

れ
ば
英
国
Ｆ
Ｒ
Ｃ
な
ど
の
拒
絶
な
ど
を
通
じ
て
、
本
社
の
企
業
価
値
を
損
ね
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
お
手
盛
り
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事

は
、
一
種
の
利
益
相
反
（
社
内
の
主
流
派
と
反
主
流
派
の
経
営
陣
間
の
対
立
な
ど
が
引
き
起
こ
す
企
業
価
値
毀
損
）
と
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。
か
か
る
海
外
現
地
法
人
関
連
人
事
の
決
定
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
方
式
は
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
に
よ
る

決
定
、
非
業
務
執
行
取
締
役
プ
ラ
ス
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｅ
Ｄ
）
の
決
定
、
Ｅ
Ｄ
の
決
定
プ
ラ
ス
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
同
意
権
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
意
見
陳

四
七
〇



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
二
〇
一
）

述
を
前
提
と
す
る
Ｅ
Ｄ
に
よ
る
決
定
の
各
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
る
（
武
井
一
浩
弁
護
士
）。

社
内
非
業
務
執
行
役
員
（
監
査
役
も
含
む
）
の
果
た
す
機
能
が
改
め
て
重
視
さ
れ
る
。
非
業
務
執
行
役
員
の
意
思
決
定
に
合
理
性
が
認

め
ら
れ
る
事
項
と
し
て
、
総
会
議
案
の
決
定
、
業
務
執
行
取
締
役
の
選
定
・
解
職
、
経
営
基
本
方
針
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
骨
子
（
マ

イ
ナ
ス
の
防
止
）、
計
算
書
類
確
定
、
株
主
分
配
、
競
業
取
引
・
利
益
相
反
取
引
承
認
な
ど
法
的
責
任
の
判
定
事
項
（
監
査
等
委
員
会
承
認
で

免
責
効
）
が
提
示
さ
れ
、
情
報
入
手
・
共
有
に
お
い
て
社
内
非
業
務
執
行
取
締
役
が
潤
滑
油
と
し
て
機
能
す
る
。
独
立
性
要
件
は
非
業
務

執
行
取
締
役
の
職
責
面
で
は
消
極
要
件
に
止
ま
る
。
会
社
法
上
、
監
査
役
に
お
い
て
常
勤
監
査
役
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
常
勤
性
は
非
業

務
執
行
取
締
役
に
は
積
極
要
件
と
代
置
で
き
る
。
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
、
改
正
後
の
指
名
委
員
会
設
置
会
社
と
も
に
常
勤
性
は
義
務

付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
定
款
自
治
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
り
自
主
的
に
対
処
す
べ
き
事
項
で
あ
ろ
う
。
ソ
ニ
ー
な
ど
は
委
員
会
設
置
会
社

の
形
態
の
中
で
自
発
的
に
常
勤
監
査
委
員
を
設
置
し
、
実
践
例
と
思
料
さ
れ
る
。
常
勤
役
員
と
社
外
性
の
併
存
が
時
間
の
経
過
と
共
に
継

続
可
能
か
、
一
種
の
ジ
レ
ン
マ
と
も
な
ろ
う
。

積
極
的
に
事
業
戦
略
拡
大
を
図
れ
ば
、
社
内
の
他
部
署
の
間
で
プ
ラ
ス
の
利
益
相
反
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
監
査
等
委
員
会
設

置
会
社
で
は
社
内
非
業
務
執
行
取
締
役
が
社
内
事
情
を
熟
知
し
妥
当
な
調
整
を
図
り
得
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
の
利
益
相
反
事
項
の
関

与
は
非
強
制
で
あ
り
、
コ
ー
ド
、
規
範
概
念
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
規
律
が
有
効
と
な
ろ
う
。
他
方
、
委
員
会
設
置
会
社
は
米
国
型
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
で
あ
り
、
取
締
役
会
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
重
視
で
マ
イ
ナ
ス
の
防
止
に
主
眼
が
あ
り
、
監
督
と
執
行
の
分
離
に
よ
り

摩
擦
を
起
こ
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
発
揮
さ
せ
る

（
97
）

。
根
本
的
な
制
度
設
計
の
相
違
が
監
査
等
委
員
会
、
指
名
委
員
会
設
置
会
社
の
間
に

あ
り
、
前
者
の
要
諦
は
常
勤
性
を
伴
っ
た
非
業
務
執
行
取
締
役
の
存
在
、
そ
の
機
能
と
責
任
の
考
察
に
あ
る
。
長
期
的
視
点
か
ら
の
持
続

的
成
長
を
促
し
、
コ
ー
ド
と
親
和
・
一
体
化
し
た
積
極
的
な
意
義
を
有
す
る
制
度
と
し
て
自
発
的
活
用
が
期
待
さ
れ
る
。

四
七
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
〇
二
）

第
七
章　

非
業
務
執
行
取
締
役
とA

pproved P
ersons

英
国
のA

pproved P
ersons

に
関
す
るP

rinciples and C
ode

は
、
本
邦
の
英
国
進
出
現
地
法
人
も
規
制
対
象
と
な
り
、
金
融
機

関
等
に
お
け
る
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
論
功
行
賞
人
事
の
見
直
し
も
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
は
全
社
的
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
あ
る
い
は
内
部
統
制
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
を
敷
い
て
お
り
、
子
会
社
を
巡
る
動
向
を
通
じ
て

本
社
の
人
事
制
度
・
規
範
の
改
革
に
向
け
た
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
ろ
う
。A

pproved P
ersons

制
度
導
入
は
監
査
委
員
会
等
設
置

会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
に
よ
る
改
革
に
も
通
じ
る
。
改
正
で
は
社
外
取
締
役
の
社
外
要
件
も
厳
し
く
な
る
が
、
法
文
に
書
き

込
ま
れ
る
形
式
面
主
体
の
厳
格
化
と
合
わ
せ
て
、
非
業
務
執
行
取
締
役
中
心
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
る
上
で
実
質
面
か
ら
の
必
要
条

件
に
も
な
り
得
る
。

同
じ
く
コ
モ
ン
ロ
ー
と
は
い
っ
て
も
英
国
と
米
国
で
は
相
違
も
あ
り
、
米
国
で
は
エ
ン
ロ
ン
事
件
以
降
、
社
外
・
独
立
性
要
件
の
強
化

を
図
っ
て
き
た
が
、
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
で
再
び
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
欠
陥
も
指
摘
さ
れ
た
。
我
が
国
で
は
経
済
不
況
に
見
舞
わ
れ
た
も
の
の
、

金
融
危
機
自
体
に
関
し
て
は
大
規
模
な
金
融
機
関
の
破
綻
は
発
生
し
て
い
な
い
。
長
期
的
雇
用
と
昇
進
、
教
育
・
研
修
を
前
提
と
す
る
我

が
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
利
点
も
生
か
し
つ
つ
、
英
国
コ
ー
ド
の
精
神
を
取
り
込
む
こ
と
が
提
案
さ
れ
る
。

Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｓ
事
案
に
み
る
通
り
、A

pproved P
ersons

の
趣
旨
を
最
も
体
現
す
る
も
の
が
非
業
務
執
行
取
締
役
で
あ
り
、
監
査
等
委
員

会
委
員
と
な
ろ
う
。
戦
略
面
の
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
の
担
い
手
で
あ
り
、
ま
た
利
益
相
反
局
面
に
お
け
る
忠
実
義
務

（
98
）

が
問
わ
れ

る
。
英
国
で
は
株
主
た
る
機
関
投
資
家
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
適
用
を
受
け
、
ま
た
経
営
陣
で
あ
る
取
締
役
は
会
社
法
に

よ
り
、
忠
実
義
務
を
含
む
一
般
的
義
務
を
担
う

（
99
）

。
共
に
長
期
的
観
点
か
ら
企
業
価
値
最
大
化
が
求
め
ら
れ
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
よ
る

四
七
二



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
二
〇
三
）

協
調
行
動
を
採
る
。
米
国
で
は
忠
実
義
務
に
関
す
る
規
範
概
念
の
導
入
が
進
め
ら
れ
る
が
、
他
方
で
株
主
の
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務
が

判
例
法
理
で
近
時
肯
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
米
国
に
お
け
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
機
能
を
代
替
的
に
担
う
も
の
と
い
え
よ
う
。

A
pproved P

ersons

制
度
は
、
英
国
の
コ
ー
ド
の
展
開
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
非
業
務
執
行
取
締
役
の
概
念
形
成
の
系
譜
に
あ
る
と

い
え
、
親
和
性
・
共
通
性
が
あ
る
が
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
止
ま
ら
ず
、
対
象
を
経
営
層
、
更
に
直
近
で
は
従
業
員
層
に
ま
で
拡
大
せ

ん
と
し
て
い
る
点
で
従
来
の
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
わ
る
議
論
と
は
異
な
る
面
も
あ
る

（
100
）

。
内
容
面
で
も
不
定
形
さ
を
増
す
な
ど
裁
量
の

余
地
が
増
え
て
変
質
化
し
つ
つ
あ
り
、
規
制
当
局
に
お
け
る
適
用
面
の
恣
意
性
は
増
大
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

最
終
章　

ま
と
め
と
試
論
な
ら
び
に
今
後
の
展
望

1
．
米
国
の
信
認
義
務
に
お
け
る
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
と
社
外
取
締
役

米
国
に
お
け
る
会
社
法
上
の
信
認
義
務
に
お
け
る
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
の
扱
い
に
つ
い
て
概
念
が
明
確
で
な
く
、
二
分
論
、
三
分
論

が
あ
る
。
特
に
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
義
務
を
含
め
て
、
内
容
と
境
界
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
注
意
義
務
に
関
し
て
経
営
判
断
原
則
適
用

に
よ
る
事
実
上
の
免
責
が
図
ら
れ
る
な
ど
（
注
意
義
務
の
ミ
ス
テ
リ
ー
）、
緩
や
か
な
運
用
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、S

m
ith v. V

an G
orkom

事
件
判
決
以
降
、
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
の
保
険
料
高
騰
、
社
外
取
締
役
の
不
足
な
ど
の
現
象
が
起
こ
り
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
に
お
い
て
免
責
規
定

が
規
定
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
の
適
用
除
外
規
定
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。

忠
実
義
務
に
つ
い
て
は
厳
格
責
任
の
は
ず
が
、
適
用
範
囲
の
拡
大
に
伴
い
、
規
範
化
概
念
に
つ
い
て
柔
軟
な
扱
い
に
変
化
し
て
き
て
い

る
。
注
意
義
務
と
の
境
界
が
不
分
明
と
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。
主
観
的
側
面
の
判
断
が
入
り
込
む
と
共
に
、
第
一
義
的
に
は
企
業
に
お
け

る
自
主
的
な
法
令
遵
守
体
制
（
内
部
統
制
）
に
係
る
部
分
と
し
て
非
業
務
執
行
取
締
役
が
主
に
職
責
を
担
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。R

ed F
lag
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
〇
四
）

（
危
険
な
徴
候
）
と
異
な
り
、
消
極
的
妥
当
性
に
該
当
す
る
領
域
に
み
な
ら
ず
、
戦
略
面
な
ど
の
積
極
的
妥
当
性
に
係
る
判
断
事
項
も
対
象

と
し
て
扱
う
も
の
で
あ
る
。
戦
略
面
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
領
域
と
な
ろ
う
。
積
極
的
経
営
判
断
事
項
に
つ
い
て
グ
ッ
ド

フ
ェ
イ
ス
義
務
と
の
接
点
と
も
な
り
、T

he W
alt D

isney

事
件
判
決

（
101
）

な
ど
が
参
照
さ
れ
、
社
外
取
締
役
と
機
関
権
限
配
分
論
の
議
論
に

も
繋
が
る
。

社
外
取
締
役
は
株
主
利
益
の
代
弁
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
で
も
示
さ
れ
る
長
期
的
企
業
価

値
の
体
現
者
で
あ
る
べ
き
で
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
経
営
陣
と
緊
張
関
係
に
立
つ
の
で
な
く
、
企
業
価
値
向
上
に
向
け
共
通
の
ベ
ク
ト
ル
を
有

す
る
機
能
を
担
う
。
株
主
総
会
、
更
に
は
取
締
役
会
に
お
い
て
選
任
あ
る
い
は
監
督
権
限
を
付
与
さ
れ
た
非
業
務
執
行
取
締
役
と
し
て
機

関
権
限
の
あ
り
方
を
構
成
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
監
査
等
委
員
会
制
度
の
あ
り
方
が

検
討
さ
れ
る
。
前
提
と
し
て
株
主
自
身
が
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務
を
果
た
し
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
よ
り
自
主
的
な
規

律
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
図
る
必
要
性
が
あ
る
。
客
観
的
な
組
織
体
制
の
あ
り
方
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
経
営
ト
ッ
プ
率
先
に
よ
る
統
制
環

境
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
整
備
な
ど
主
観
的
な
組
織
規
範
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

2
．
積
極
的
妥
当
性
に
関
す
る
差
止
請
求
権

企
業
経
営
の
実
際
の
観
点
か
ら
、
考
察
を
進
め
る
。
差
止
請
求
権
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て
忠
実
義
務
に
関
し
て
消
極
的
妥
当
性
に
関

す
る
局
面
が
前
提
で
あ
ろ
う
が
、
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
積
極
的
妥
当
性
に
も
係
る
も
の
と
な
ろ
う
。
企
業
の
戦
略
面
な
ど
に
つ
い
て
、

積
極
的
妥
当
性
を
も
対
象
と
し
た
差
止
請
求
権
の
行
使
が
考
察
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
注
）。
差
止
請
求
権
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
松

嶋
隆
弘
教
授
・
弁
護
士
は
、
い
ち
早
く
、
会
社
法
全
般
の
観
点
か
ら
差
止
請
求
権
に
論
及
・
詳
説
さ
れ
て
い
る

（
102
）

。

対
個
人
で
な
く
、
対
会
社
の
機
関
決
定
に
対
す
る
差
止
請
求
権
で
あ
り
、
機
関
決
定
が
さ
れ
る
前
の
段
階
で
、
取
締
役
会
議
中
に
少
数

四
七
四



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
二
〇
五
）

意
見
の
状
態
に
お
い
て
行
使
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。
積
極
的
妥
当
性
に
関
す
る
部
分
は
、
忠
実
義
務
の
管
掌
領
域
と
し
て
規
範
化
現
象
が

み
ら
れ
る
部
分
で
あ
り
、
企
業
価
値
向
上
に
向
け
た
真
の
実
効
性
確
保
の
観
点
か
ら
、
柔
軟
且
つ
適
宜
な
取
扱
い
が
求
め
ら
れ
る
。

英
国
のA

pproved P
ersons

違
反
と
し
て
我
が
国
の
損
害
保
険
会
社
の
現
地
子
会
社
が
近
時
に
お
い
て
行
政
処
分
を
受
け
て
い
る
が
、

積
極
的
経
営
判
断
と
し
て
の
Ｅ
Ｕ
領
域
内
の
企
業
展
開
も
背
景
に
あ
り
、
私
訴
と
し
て
非
業
務
執
行
取
締
役
の
忠
実
義
務
違
反
が
追
及
さ

れ
る
場
合
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
防
御
と
し
て
は
非
業
務
執
行
取
締
役
主
体
の
米
国
型
訴
訟
委
員
会
に
お
い
て
、
積
極
的
妥
当
性
に
関

す
る
プ
ロ
セ
ス
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
付
与
し
て
い
く
こ
と
が
想
定
で
き
よ
う
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
個
人
に
対
す
る
代
表
訴
訟
に
お
け
る
防
弾

チ
ョ
ッ
キ
（bullet proof

）
と
同
様
の
発
想
で
あ
る
。
ま
た
差
止
請
求
権
に
つ
い
て
、
行
使
し
た
こ
と
に
よ
る
免
責
要
件
化
を
ダ
イ
レ
ク

ト
に
規
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
積
極
的
経
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
、
法
文
な
ど
に
盛
り
込
む
こ
と
は
困
難
と
な
ろ
う
。
定
款

自
治
や
業
界
団
体
レ
ベ
ル
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
盛
り
込
む
こ
と
も
一
案
と
な
る
。
定
款
自
治
に
よ
る
場
合
、
内
部
統
制
・
内
部
監
査
の
社
内

機
能
に
お
い
て
、
や
は
り
プ
ロ
セ
ス
チ
ェ
ッ
ク
型
の
要
件
の
下
に
請
求
権
発
動
を
定
め
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
正
規
の
法
文
規
定
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
任
意
に
機
構
構
築
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
権
限
を
ど
の
機
関
に
付
与
す
る
か
、
社
内
に
お
け
る
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
も
課
題
と
な
る
。
ま
た
、
本
来
の
消
極
的
妥
当
性
に
関
す
る
差
止
請
求
権
の
弱
体
化
に
跳
ね
返
っ
て
は
本
末
転
倒
で
も

あ
る
。

積
極
的
妥
当
性
に
関
す
る
差
止
請
求
権
の
発
動
と
な
れ
ば
、
当
該
企
業
の
経
営
内
容
、
戦
略
に
知
悉
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
非
業

務
執
行
取
締
役
の
中
で
も
社
内
取
締
役
が
重
要
と
な
る
。
反
面
、
消
極
的
妥
当
性
の
局
面
で
あ
れ
ば
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
か
ら
の
独
立
性
の
高
い

独
立
社
外
取
締
役
に
担
わ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
と
な
り
、
本
来
的
な
訴
訟
委
員
会
な
ど
の
対
処
領
域
と
な
ろ
う
。
積
極
的
妥
当
性

に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
訴
訟
委
員
会
に
付
与
す
る
こ
と
で
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
忠
実
義
務
違
反
に
対
す
る
防
弾
チ
ョ
ッ
キ
と
す

四
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
〇
六
）

る
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
が
、
本
来
的
な
訴
訟
委
員
会
の
機
能
で
は
な
い
。

積
極
的
妥
当
性
、
企
業
価
値
最
大
化
な
ら
び
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
考
察
を
嚆
矢
に
、
株
主
が
会
社
に
対
し
て

担
う
べ
き
忠
実
義
務
の
議
論
か
ら
派
生
し
て
、
株
主
に
よ
る
対
会
社
の
差
止
請
求
権
を
積
極
的
義
務
と
し
て
観
念
で
き
な
い
か
、
検
討
が

さ
れ
よ
う
。
現
状
の
会
社
法
体
系
を
前
提
と
す
る
限
り
、
米
国
、
我
が
国
に
お
い
て
直
截
的
に
構
築
す
る
こ
と
は
法
体
系
と
し
て
は
無
理

が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
消
極
的
妥
当
性
を
含
め
た
法
令
遵
守
体
制
、R

ed F
lag

の
議
論
と
は
相
違
す
る
点
で
あ
る
が
、
例
え
ば
明
ら
か

に
当
該
事
業
戦
略
拡
大
・
進
出
計
画
が
妥
当
性
を
欠
く
場
合
、
積
極
的
義
務
と
し
て
非
業
務
執
行
取
締
役
が
忠
実
義
務
の
一
環
と
し
て
差

止
請
求
権
な
ど
ス
ト
ッ
プ
を
事
前
に
か
け
て
い
く
こ
と
は
、
限
ら
れ
た
経
営
資
源
を
有
効
に
活
用
し
、
企
業
価
値
最
大
化
を
目
指
す
上
で
、

重
要
な
課
題
と
な
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
背
景
に
機
関
投
資
家
な
ど
株
主
が
こ
う
し
た
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
担
い
、
対
す

る
経
営
陣
も
ま
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
、
社
内
定
款
な
ど
に
よ
り
、
あ
く
ま
で
自
主
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
機
関
構
成

を
図
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
思
料
す
る
。

3
．
グ
ッ
ド
・
フ
ェ
イ
ス
義
務
、
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド

米
国
の
グ
ッ
ド
・
フ
ェ
イ
ス
義
務
の
議
論
は
こ
う
し
た
積
極
的
義
務
に
関
連
し
た
も
の
で
、
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
米
国
で
は
忠
実
義

務
、
注
意
義
務
の
二
分
論
か
ら
三
分
論
ま
た
は
新
二
分
論
に
至
る
議
論
の
過
程
で
、
企
業
価
値
最
大
化
に
係
る
取
締
役
の
義
務
を
観
念
す

る
。
注
意
義
務
は
経
営
判
断
原
則
な
ど
に
よ
り
適
用
が
緩
和
さ
れ
、
忠
実
義
務
も
ま
た
規
範
化
概
念
導
入
な
ど
に
よ
り
柔
軟
に
適
用
さ
れ

つ
つ
あ
る
結
果
、
緩
和
さ
れ
る
懸
念
も
一
方
で
存
在
す
る
。
判
例
法
な
ど
に
よ
る
形
成
が
待
た
れ
る
。

英
国
で
は
二
〇
〇
六
年
会
社
法
改
正
に
お
い
て
一
般
的
義
務
の
中
に
企
業
価
値
最
大
化
に
係
る
義
務
で
あ
る
旨
が
明
記
さ
れ
た
。
積
極

的
義
務
の
側
面
を
担
う
と
も
い
え
よ
う
。
忠
実
義
務
、
注
意
義
務
に
つ
い
て
も
相
互
補
完
的
な
形
で
規
定
さ
れ
る
。
法
に
よ
る
強
制
の
傾

四
七
六



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
二
〇
七
）

向
を
強
め
て
い
る
が
、
具
体
的
な
内
容
と
し
て
の
規
範
的
要
素
は
Ｆ
Ｒ
Ｃ
に
よ
る
コ
ー
ド
で
発
出
さ
れ
、
そ
の
延
長
で
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
域
外
適
用
な
ど
も
議
論
と
な
る
。
企
業
価
値
最
大
化
指
向
が
背
景
に
あ
ろ
う
。
英
国
で
は
元
来
が
コ
ー
ド
主
体
で
コ

モ
ン
ロ
ー
の
伝
統
が
あ
り
、
会
社
法
規
定
に
関
し
て
企
業
の
実
際
に
お
け
る
意
味
合
い
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
な
ど
の
論
点
も
検
討
さ

れ
よ
う
。
規
範
化
概
念
な
ど
に
関
し
て
、
英
国
で
は
一
般
的
義
務
あ
る
い
は
注
意
義
務
を
通
じ
て
考
察
を
進
め
た
。
法
文
・
コ
ー
ド
の
存

在
な
ど
も
あ
り
、
忠
実
義
務
・
注
意
義
務
に
関
す
る
突
合
・
比
較
法
的
考
察
は
困
難
な
面
も
あ
る
。
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

我
が
国
会
社
法
は
基
本
的
に
米
国
法
を
継
受
し
た
経
緯
が
あ
る
が
、
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
続
い
て
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
と
な
る
と
、
コ
ー
ド
を
受
け
入
れ
な
い
米
国
法
体
系
か
ら
や
や
離
れ
、
英
国
形
式
に
接
近
す
る
こ
と
と

な
る
。
コ
ー
ド
策
定
の
動
機
は
、
安
部
晋
三
内
閣
の
成
長
戦
略
の
一
環
で
あ
り
、
不
祥
事
な
ど
を
契
機
と
す
る
英
国
と
の
相
違
も
あ
る
が
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
、
英
国
な
ど
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
コ
ー
ド
を
念
頭
に
検
討
を
進
め
て
き
て
い
る
。
我
が
国
で
は
米
国
に
お
け
る
忠
実
義
務
の
規
範
化
概

念
な
ど
に
関
す
る
判
例
法
の
形
成
は
未
達
で
あ
る
が
、
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
よ
り
補
っ
て
い
く
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
以
上
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
の
意
義
は
大

き
い
。
判
例
法
形
成
な
ど
理
論
的
な
精
緻
化
が
進
ん
で
い
な
い
現
在
、
お
題
目
・
道
義
的
な
項
目
の
羅
列
に
終
始
す
る
様
で
は
十
分
と
い

え
な
い
。
我
が
国
で
は
、
米
国
の
信
認
義
務
が
占
め
る
上
位
概
念
と
し
て
は
善
管
注
意
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
、
米
国
と
同
様
の
議
論
は
こ

れ
ま
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
銀
行
取
締
役
の
有
す
る
高
度
の
善
管
注
意
義
務
の
問
題
な
ど
も
然
り
で
あ
ろ
う

（
103
）

。
我
が
国
独

自
の
動
機
付
け
・
領
域
、
検
討
課
題
の
中
で
議
論
す
る
べ
き
で
あ
り
、
単
に
Ｅ
Ｕ
諸
国
な
ど
に
お
い
て
策
定
済
み
の
コ
ー
ド
の
引
き
写
し

作
業
に
終
始
し
て
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
寧
ろ
、
我
が
国
に
お
け
る
会
社
法
、
金
商
法
な
ど
の
独
自
の
事
例
の
蓄
積
に
こ
そ
、
耳
目
を
傾

け
る
べ
き
で
あ
る
。

四
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
〇
八
）

4
．A

pproved P
ersons

と
二
重
の
基
準

⑴　
A
pproved Persons

と
二
重
の
基
準

A
pproved P

ersons

に
つ
い
て
み
れ
ば
非
業
務
執
行
取
締
役
も
含
め
、
取
締
役
全
般
の
義
務
・
責
任
に
係
る
考
察
が
前
提
と
な
る
が
、

特
に
非
業
務
執
行
取
締
役
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
だ
け
に
利
益
相
反
な
ど
忠
実
義
務
の
論
点
の
検
討
は
重
要
と
な
る
。
米
国
の
規
範
化

概
念
、
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
義
務
等
の
考
察
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。A

pproved P
ersons

と
二
重
の
基
準
に
関
し
て
は
、
主
観

的
基
準
に
よ
り
更
に
高
度
な
レ
ベ
ル
の
義
務
・
責
任
な
ど
を
規
制
当
局
は
念
頭
に
置
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
画
一
的
な
要
求
基

準
を
研
修
な
ど
で
充
足
さ
せ
る
の
か
（
英
国
弁
護
士
事
務
所
な
ど
は
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
化
状
態
と
な
る
）、
業
界
毎
の
要
求
水
準
の
相
違
は
あ
る

の
か
等
の
疑
問
が
残
る
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
我
が
国
の
同
質
説
を
前
提
に
、
英
国
で
は
注
意
義
務
の
議
論
に
包
摂
さ
れ
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
〇
六
年
改
正
会
社
法
を
窺
う
と
利
益
相
反
・
競
業
避
止
義
務
な
ど
が
注
意
義
務
の
関
連
に
置
か
れ
、
忠
実
義
務
に

つ
い
て
は
概
念
的
規
定
に
止
ま
る
感
も
あ
る
。
米
国
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
義
務
は
正
し
く
コ
ー
ド
の
法
規
範
化
と
い
え
よ
う
が
、
一
般
的
義

務
に
相
当
す
る
も
の
と
一
応
の
理
解
を
し
て
お
き
た
い
。

⑵　

A
pproved Persons

と
積
極
的
義
務

A
pproved P

ersons

の
上
記
の
要
求
事
項
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
当
局
と
の
実
際
の
面
談
が
予
定
さ
れ
る
と
お
り
、
二
重
の
基
準
の
う
ち
、
主

観
的
基
準
に
相
当
す
る
面
が
あ
ろ
う
。
ま
たintegrity

、diligence
等
の
部
分
は
、
米
国
に
お
け
る
忠
実
義
務
、
あ
る
い
は
グ
ッ
ド
フ
ェ

イ
ス
義
務
に
符
合
す
る
要
因
で
あ
る
。
従
っ
て
二
重
の
基
準
、
Ｆ
Ｒ
Ｃ
コ
ー
ド
を
合
わ
せ
て
、
客
観
的
専
門
性
（
弁
護
士
、
財
務
経
験
年
数

な
ど
）
に
加
え
た
各
取
締
役
個
人
の
実
際
の
資
質
・
経
験
に
亘
る
高
度
な
上
乗
せ
基
準
と
し
て
機
能
し
よ
う
か
。
注
意
義
務
に
関
し
て
は

司
法
判
断
の
蓄
積
が
あ
る
が
、A

pproved P
ersons

に
関
し
て
は
コ
ー
ド
を
基
準
と
す
る
に
せ
よ
、
具
体
的
な
争
訟
手
続
き
は
今
ひ
と

四
七
八



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
二
〇
九
）

つ
明
確
で
な
い
。
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
刑
事
訴
追
の
分
断
（separation of prosecutor from

 enforcer

）、
両
罰
規
定
と
刑
事
・
民
事

罰
、
差
止
請
求
権
の
根
拠
・
主
体
な
ど
適
切
な
手
続
き
面
（due process concerns

）
の
制
度
設
計
、
域
外
適
用
等
が
検
討
課
題
と
な
ろ
う
。

二
つ
の
Ｆ
Ｒ
Ｃ
コ
ー
ド
、
会
社
法
規
定
、
判
例
法
等
と
一
体
に
よ
る
規
律
づ
け
が
求
め
ら
れ
る
。

我
が
国
に
お
い
て
は
、
二
重
の
基
準
に
し
て
も
、
現
在
の
会
社
法
規
定
を
前
提
と
す
る
限
り
は
法
文
形
式
を
と
る
こ
と
に
は
整
合
性
の

面
な
ど
で
問
題
も
あ
る
。
コ
ー
ド
な
ど
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
形
式
に
よ
り
、
先
ず
は
企
業
の
自
主
的
な
対
応
に
委
ね
つ
つ
、
導
入
の
実
践
を
図

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
、
責
任
減
免
規
定
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
責
任
追
及
の
訴
え
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
現

行
の
責
任
軽
減
規
定
以
上
に
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
減
免
規
定
の
よ
う
な
規
範
化
概
念
を
取
り
込
ん
だ
内
容
の
法
制
度
を
導
入
す
る
喫
緊
の

必
要
性
は
相
対
的
に
高
い
と
い
え
な
い
面
も
あ
る
。

我
が
国
の
上
場
企
業
の
経
営
陣
の
主
観
的
意
識
、
モ
ラ
ル
に
つ
い
て
は
、
近
時
の
不
祥
事
の
増
加
は
あ
っ
て
も
、
ま
だ
欧
米
に
比
し
て

健
全
な
も
の
が
あ
る
が
、
従
前
の
会
社
慣
行
と
し
て
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
長
期
的
雇
用
の
一
環
と
し
て
根
付
い
て
い
た
手
法
が

英
国
に
お
い
て
コ
ー
ド
のA

pproved P
ersons

規
定
に
抵
触
し
た
こ
と
も
あ
り
、
今
後
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
、
我

が
国
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
客
観
的
な
基
準
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
忠
実
義
務
、
あ
る
い
は
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
義
務
な
ど
の

主
観
的
な
内
心
の
事
柄
を
含
む
要
因
に
関
し
て
、
形
式
的
な
可
視
化
を
図
り
、
一
定
程
度
の
明
確
さ
、
分
か
り
易
さ
を
も
っ
て
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
、
行
為
基
準
（C

ode of conduct
）
な
ど
の
形
式
に
よ
る
客
観
化
が
望
ま
れ
る
。
機
関
投
資
家
に
対
す

る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
自
主
的
、
柔
軟
な
機
関
投
資
家
の
対
応
が
求
め
ら
れ
、
例
え
ば
証
券
業
協
会
な
ど
に

よ
る
ひ
な
型
策
定
に
監
督
当
局
は
否
定
的
な
感
が
あ
る
が
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
関
し
て
は
具
体
的
な
内
容
明
記

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
我
が
国
に
お
い
て
米
国
の
規
範
化
概
念
、
英
国
の
コ
ー
ド
、
あ
る
い
は
注
意
義
務
に
係
る
判
例
法
に
相

四
七
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
一
〇
）

当
す
る
部
分
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
化
と
し
て
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
導
入
の
意
義
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

非
業
務
執
行
取
締
役
は
利
益
相
反
に
限
ら
ず
、
企
業
価
値
最
大
化
に
向
け
た
積
極
的
義
務
を
担
い
、
厳
格
な
主
観
的
基
準
の
適
用
が
想

定
さ
れ
る
。
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
等
を
含
む
行
動
規
範
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
を
定
め
、
多
様
な
業
務
内
容
、
担
当
職
種
・
職
域

に
応
じ
柔
軟
に
対
処
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
主
観
的
基
準
を
厳
格
適
用
せ
ん
と
す
る
だ
け
に
客
観
的
基
準
に
比
し
現
実
の
責
任
追
求
に
は

不
明
確
さ
も
残
り
、
判
例
形
成
が
待
た
れ
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
に
求
め
ら
れ
る
資
質
と
し
て
は
監
督
面
か
ら
独
立
性
強
化
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
従
前
の
社
外
取
締
役
以
上
に
専
門
性
、
資
質
、
単
な
る
経
験
年
数
で
な
く
具
体
的
業
務
内
容
を
熟
知
し
た
即
応
性
の
高
さ
が

挙
げ
ら
れ
る
。
戦
略
面
の
評
価
能
力
の
点
か
ら
も
、
実
務
の
理
解
・
精
通
が
求
め
ら
れ
る
。A

pproved P
ersons

と
も
連
関
す
る
部
分

で
あ
る
。
専
門
性
の
深
化
、
具
体
性
付
与
に
伴
う
独
立
性
と
の
相
克
も
問
題
と
な
ろ
う
。
監
督
機
能
に
重
点
を
置
い
た
米
国
型
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
独
立
社
外
取
締
役
と
の
論
点
の
相
違
で
あ
る
。

更
にA

pproved P
ersons

に
関
し
て
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｏ
Ｏ
（C

hief O
perating O

ffi  cer

）
な
ど
業
務
執
行
者
も
包
含
し
た
概
念
で
あ
り
、

ま
た
対
象
概
念
が
業
務
執
行
取
締
役
（E

xecutive D
irectors

）
以
外
に
も
拡
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、
資
格
要
件
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
経
験
年
数
、

性
別
等
の
形
式
的
な
多
様
性
で
な
く
、
戦
略
立
案
・
遂
行
能
力
、L

eadership

な
ど
も
含
め
、
具
体
的
な
当
該
業
界
や
企
業
に
関
す
る

実
際
の
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
、
知
見
の
具
備
が
一
層
問
題
と
な
る
。
い
か
に
し
て
当
該
企
業
の
企
業
価
値
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

そ
の
説
明
を
現
実
に
規
制
当
局
や
機
関
投
資
家
に
対
話
を
持
っ
て
説
明
す
る
能
力
が
求
め
ら
れ
る
。
現
在
の
株
主
の
み
な
ら
ず
、
将
来
に

わ
た
り
長
期
的
資
金
供
給
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
金
融
市
場
に
発
信
で
き
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
成
長
資
金

調
達
な
ど
将
来
的
観
点
か
らA

pproved P
ersons

に
係
る
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
よ
り
き
め
細
か
い
業
務
と
義
務
・
責
任
な

ど
を
コ
ー
ド
の
内
容
と
し
て
定
め
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

四
八
〇



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
二
一
一
）

株
主
総
会
に
お
い
て
反
対
票
を
投
じ
る
な
ど
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
等
に
つ
い
て
議
決
権
行
使
基
準
、
あ
る
い
は
委
任
状
勧
誘
な
ど
プ
ロ

ク
シ
・
フ
ァ
イ
ト
が
企
業
側
の
株
主
対
策
と
し
て
俎
上
に
上
る
が
、
こ
れ
ら
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
あ
る
い
はA

pproved 

P
ersons

の
検
討
と
は
ベ
ク
ト
ル
を
異
に
す
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
よ
り
、
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
の
観
点
か

ら
、
議
決
権
行
使
を
図
る
機
関
投
資
家
も
今
後
は
経
営
陣
と
敵
対
・
対
峙
す
る
の
で
な
く
、
共
通
目
標
に
向
か
っ
て
知
恵
を
絞
り
、
行
動

す
る
こ
と
に
な
る
。
社
外
取
締
役
の
役
割
も
、
従
来
は
株
主
の
受
託
者
と
し
て
経
営
陣
の
監
視
・
監
督
、
せ
い
ぜ
い
戦
略
面
の
寄
与
と
し

て
も
他
業
界
、
多
国
籍
、
性
別
な
ど
の
多
様
性
（diversity

）
を
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
に
止
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
独
立
性
、

形
式
的
資
格
面
等
の
専
門
性
が
厳
格
に
要
求
さ
れ
、
担
保
の
た
め
に
法
制
度
や
規
則
の
整
備
が
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
今
般
の
我
が
国

の
会
社
法
改
正
に
し
て
も
、
社
外
取
締
役
の
形
式
的
独
立
性
の
厳
格
化
に
終
始
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
こ
で
は
独
立
社
外
取
締
役
の

機
能
に
特
化
し
た
米
国
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
一
辺
倒
か
ら
の
脱
却
を
図
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
米
国
で
は

二
〇
〇
一
年
エ
ン
ロ
ン
事
件
、
二
〇
〇
八
年
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
な
ど
不
祥
事
が
相
次
ぎ
、
そ
の
都
度
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
（
米
国
企
業
改
革
法
）、

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
（
米
国
金
融
改
革
法
）
な
ど
の
法
制
度
強
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
根
本
的
解
決
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
取
締
役
会
関
連
主
体
の
改
革
に
終
始
し
た
の
で
は
真
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス

に
依
拠
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
が
国
が
範
と
す
べ
き
は
、
コ
ー
ド
概
念
を
受
け
入
れ
な
い
米
国
法
制
の
み
で
は
な
く
、
欧
州
市
民
社
会

ル
ー
ル
に
基
づ
く
英
国
制
度
の
取
り
込
み
で
あ
ろ
う

（
104
）

。
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
を
図
る
企
業
の
経
営
は
、
会
社
法
規
律
の
範
囲
外
で
あ
る

中
下
部
経
営
層
に
負
う
部
分
が
実
際
に
は
大
き
い

（
105
）

。
企
業
価
値
向
上
の
重
要
な
担
い
手
と
い
え
る
。
英
国A

pproved P
ersons

制
度
も
、

直
近
に
お
い
て
対
象
を
取
締
役
・
Ｃ
Ｅ
Ｏ
か
ら
下
部
経
営
層
に
拡
大
し
つ
つ
あ
る

（
106
）

。
今
後
は
、
い
か
に
当
該
企
業
に
具
体
的
に
貢
献
で

き
、
企
業
価
値
向
上
を
果
た
せ
る
の
か
、
積
極
的
義
務
達
成
の
観
点
か
ら
社
外
取
締
役
を
含
む
取
締
役
、
あ
る
い
はA

pproved 

四
八
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
一
二
）

P
ersons

の
資
質
を
実
質
的
に
検
討
し
、
機
関
投
資
家
な
ど
に
向
け
、
開
示
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
社
内
的
に
こ
う
し
て

機
能
を
自
主
的
に
評
価
・
担
保
す
る
職
責
は
、
忠
実
義
務
な
ど
の
領
域
と
し
て
非
業
務
執
行
取
締
役
が
担
っ
て
い
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
会

社
法
改
正
に
引
き
続
き
、
柔
軟
な
規
範
概
念
を
盛
り
込
ん
だ
行
動
規
範
と
し
て
、
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策

定
が
急
が
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
1
） 

拙
稿
「
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
│
域
外
適
用
と
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ら
び
に
監

査
等
委
員
会
制
度
な
ど
の
接
点
│
」
日
本
法
学
第
八
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
九
月
）
四
一
五
│
四
六
七
頁
。

（
2
） 

金
融
庁
・
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
（
二
〇
一
四
年
二
月
二
六
日
）。
統
合
報
告
に
つ
き
、
伊
藤
嘉

昭
・
安
井
肇
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
制
定
と
統
合
報
告
」
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
（
二
〇
一
四
年
八
月
二
九
日
）。

（
3
） http://w

w
w
.fsa.gov.uk/doing/regulated/approved/persons.

（
4
） F

inancial S
ervices A

uthority,F
IN

A
L
 N

O
T
IC

E
 T

o:M
itsui S

um
itom

o Insurance C
om

pany 

（E
urope

） L
td, D

ate :8 M
ay 2012.

（
5
） 

林
孝
宗
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
展
開
│
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
と
注
意
義
務
を
中
心
に
│
」
社
学
研
論

集V
ol. 17

（
二
〇
一
一
年
三
月
）
二
四
七
│
二
六
三
頁
。
谷
口
友
一
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
に
お
け
る
補
完
性
と
柔
軟
性:

イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
『
遵
守
又
は
説
明
』
規
定
の
生
成
と
展
開
」
法
と
政
治
六
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
一
│
一
一
〇
頁
。

（
6
） 

酒
巻
俊
雄
「
株
式
会
社
の
本
質
観
と
会
社
法
理
│
イ
ギ
リ
ス
法
と
ア
メ
リ
カ
法
│
」
星
川
長
七
先
生
還
暦
記
念
論
集
『
英
米
会
社
法
の
論
理
と

課
題
』
日
本
評
論
社
（
一
九
七
二
年
）
一
頁
以
下
。

（
7
） 

一
ノ
澤
直
人
「
英
国
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
規
整
の
展
開
│
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
に
よ
る
影
響
の
検
討
を
中
心
と
し
て
│
」
山
口
経
済
学
雑
誌

五
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
六
七
頁
以
下
。

（
8
） 

中
村
信
男
・
上
田
亮
子
「
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
改
正
統
合
規
範
（
二
〇
〇
三
年
七
月
）」
比
較
法
学
三
八
巻

四
八
二



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
二
一
三
）

二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
〇
九
頁
以
下
。

（
9
） F

inancial R
eporting C

ouncil, the U
K
 C

orporate G
overnance C

ode, 

（2010

）.
（
10
） 
林
孝
宗
・
前
掲
注（
5
）二
五
三
│
二
五
六
頁
。
コ
ー
ド
に
よ
る
兼
任
規
制
が
議
論
さ
れ
る
。
報
酬
面
に
関
し
て
、
大
久
保
拓
也
「
イ
ギ
リ
ス
法

に
お
け
る
取
締
役
の
報
酬
規
制
│
イ
ギ
リ
ス
通
商
産
業
省
の
諮
問
文
書
「
失
敗
に
対
す
る
報
酬
」
の
検
討
│
」
比
較
法
制
研
究
（
国
士
舘
大
学
）
第

二
六
号
（
二
〇
〇
三
年
）
九
三
│
一
一
三
頁
参
照
。

（
11
） T

he U
K
 C

orporate G
overnance C

ode, S
eptem

ber 2012.

（
12
） 

野
田
博
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
法
と
社
会
規
範
に
つ
い
て
の
一
考
察
」C

O
E
S
O
F
T
L
A
W

（
二
〇
〇
四
年
九
月
）
一
│

二
〇
頁
参
照
。

（
13
） 

メ
ル
ビ
ン
・
Ａ
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ー
グ
（
川
口
恭
弘
訳
）「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
社
法
制
の
改
革
」
民
商
一
三
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
）

三
八
九
頁
以
下
。

（
14
） S

ee K
arolina E

riksson, C
orporate G

overnance in the E
uropean U

nion: P
ost-E

nron, 15 B
ond L

. R
ev. 158, 168

（2003

）.

（
15
） 

大
杉
謙
一
「
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
論
・
再
論
（
下　

そ
の
一
）
│
お
よ
び
『
日
本
的
経
営
』
の
法
と
経
済
学
│
」
都

法
四
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
四
五
頁
、
一
九
二
頁
。M

elvin A
. E

isenberg, C
orporate L

aw
 and S

ocial N
orm

s, 99 C
olum

. L
. R

ev. 

1253

（1999

）.

伊
藤
靖
史
「
会
社
法
に
お
け
る
社
会
規
範
の
役
割
」〔
二
〇
〇
一
│
一
〕
ア
メ
リ
カ
法
（
日
米
法
学
会
）
一
七
九
│
一
八
四
頁
。

（
16
） 

仮
屋
広
郷
「
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
│
人
間
観
と
法
の
役
割
│
」
一
橋
法
学
三
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
七
、
一
二
二
頁

以
下
。W

iniam
 T

 A
llen, T

he C
orporate D

irector’s F
iduciary D

uty of C
are and the B

usiness Judgm
ent R

ule under U
.S

. C
orporate 

L
aw

, in C
om

parative C
orporate G

overnance: T
he S

tate of the A
rt and E

m
erging R

esearch 307, 330

（H
optet al.eds.1998

）

（
17
） 

野
田
博
「
法
規
範
と
社
会
規
範
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
の
一
考
察
│
取
締
役
の
信
認
義
務
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
│
」
ソ
フ
ト
ロ
ー
理
論
研

究
会
（
東
京
大
学
）（
二
〇
〇
四
年
九
月
二
四
日
）
参
照
。

（
18
） E

dw
ard B

. R
ock &

 M
ichael L

. W
achter, Island of C

onscious P
ow

er:L
aw

, N
orm

s, and the S
elf-G

overning C
orporation. 

149 U
. P

enn. .L
. R

ev. 1619. 1676

（2001

）.

四
八
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
一
四
）

（
19
） Johnson, L

ym
an, A

fter E
nron: R

em
em

bering L
oyalty D

iscourse in C
orporate L

aw
. D

elaw
are Journal of C

orporate L
aw

, 

V
ol. 28, N

o. 1, pp. 27-73, 2003.
（
20
） 
上
田
谷
恒
久
「
取
締
役
の
対
会
社
責
任
の
制
限
」
筑
波
大
学
学
位
論
文
（
二
〇
〇
四
年
）
一
│
二
九
四
頁
参
照
。

（
21
） S

m
ith v. V

an G
orkom

 488 A
.2d 858 

（D
el. 1985

）.

（
22
） N

ote 
（by C

raig W
. H

am
m
ond

）: L
im

iting D
irectors’ D

uty O
f C

are L
iability: A

n A
nalysis O

f D
elaw

are’s C
harter 

A
m
endm

ent A
pproach, 20 U

. M
ich. J.L

.R
ef. 543, 546 

（1987

）.

（
23
） E

. N
orm

an V
easey and W

illiam
 E

. M
anning, C

odified S
tandard-S

afe H
arbor or U

ncharted R
eef? A

n A
nalysis of the 

M
odel A

ct S
tandard of C

are C
om

pared w
ith D

elaw
are L

aw
, 35 B

us. L
aw

. 919, 928 

（1980

）.

（
24
） A

ronson v. L
ew

is 473 A
 2d 805 

（D
el 1984

）.

（
25
） A

rnold v. S
ociety F

or S
av. B

ancorp., 650 A
.2d 1270, 1288 

（D
el. 1994

）.

（
26
） R

othenberg v. S
anta F

e P
acifi c C

orp, 18 D
el. J. C

orp. L
. 743, 751

〜53

（D
el. C

h. 1993

）. W
illiam

 T
.A

llen, Jack B
. Jacobs 

and L
eo E

. S
trine, Jr., R

ealigning the S
tandard of R

eview
 of D

irector D
ue C

are w
ith D

elaw
are P

ublic P
olicy: A

 C
ritique of 

V
an G

orkom
 and Its P

rogeny A
s A

 S
tandard of R

eview
 P

roblem
, 96 N

w
. U

. L
. R

ev. 449, 452 n13 

（2002

）.

（
27
） 

上
田
谷
恒
久
・
前
掲
注（
20
）八
〇
頁
以
下
。R

. F
ranklin B

alotti and M
ark J. G

entile, C
om

m
entary F

rom
 the B

ar: E
lim

ination 

or L
im

itation of D
irector L

iability for D
elaw

are C
orporations, 12 D

el. J. C
orp. 5, 13 

（1987

）.

取
締
役
会
の
代
表
訴
訟
却
下
権
限
が

行
使
さ
れ
な
い
場
合
、
事
前
に
取
締
役
を
注
意
義
務
違
反
の
責
任
か
ら
保
護
で
き
る
。

（
28
） F

rank H
. E

asterbrook, M
anagers’ D

iscretion A
nd Investors’ W

elfare: T
heories A

nd E
vidence. 9 D

el. J. C
orp. L

. 540 

（1985

）.

市
場
の
力
に
よ
る
規
律
説
の
立
場
か
ら
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
が
支
持
さ
れ
、
株
主
利
益
の
寄
与
の
観
点
か
ら
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
・
コ
ス
ト
を
測

り
、
新
制
度
が
圧
倒
的
に
低
い
と
す
る
。

（
29
） A

L
I P

rinciples§
7.19 R

eporter’s N
ote 5, V

ol.2, at 258-59.

（
30
） 

武
井
一
浩
「
日
本
経
済
活
性
化
に
向
け
た
企
業
法
政
改
革
│
平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
を
踏
ま
え
た
今
後
の
論
点
│
」『
日
本
経
済
の
活
性
化

四
八
四



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
二
一
五
）

に
向
け
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
東
京
大
学
第
四
六
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
四
年
二
月
）。
日
本
版
訴
訟
委
員
会
制
度
の

整
備
と
し
て
、
非
業
務
執
行
役
員
が
六
〇
日
間
で
訴
え
な
け
れ
ば
自
動
的
に
一
人
の
株
主
で
も
提
訴
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
31
） R

odm
an W

ard, Ir.et.al.,F
olk on the D

elaw
are C

orporation L
aw

§
141.2. at G

C
L

Ⅳ
-20

（4th ed., 2000-2 S
upp.

（
32
） S

ee Inre S
anta F

e P
ac.C

orp. S
`holders L

itig., 669A
. 2d 59. 67

（D
el.1995

）,State of W
is. Inv. B

d., 2000 D
el. C

h. L
E
X
IS

 

l70.

（
33
） 

注
意
義
務
を
手
続
き
面
で
慎
重
に
（w

ith care

）
行
動
す
べ
き
も
の
と
し
、
忠
実
義
務
を
広
く
把
握
し
て
も
損
害
賠
償
で
狭
く
解
釈
す
れ
ば

結
局
忠
実
義
務
を
狭
く
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
現
実
性
付
与
の
た
め
の
適
正
な
忠
実
性
（due loyalty

）
に
よ
る
限
定
の
主
張
に
辿
り
着
く
。
忠

実
義
務
違
反
の
不
当
行
為
を
具
体
性
付
与
に
よ
り
認
め
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
野
田
博
・
前
掲
注（
17
）一
五
頁
以
下
。

（
34
） In re S

outhern P
eru C

opper C
orp. S

hareholder D
erivative L

itigation, C
.A

. N
o. 961-C

S
 

（D
el. C

h. O
ct. 14, 2011

）

（
35
） 

拙
稿
「
米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
│
規
制
強
化
と
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
な
ら
び
に

忠
実
義
務
な
ど
を
通
じ
た
株
主
間
差
別
化
に
向
け
て
│
」
政
経
研
究
第
四
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）。
忠
実
義
務
の
域
外
適
用
、
信
認
義

務
・
忠
実
義
務
と
経
済
政
策
の
衝
突
に
関
し
て
、
拙
稿
「
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
」
日
本
法

学
第
七
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）
二
五
│
二
六
頁
、
三
四
│
三
五
頁
。

（
36
） 

近
藤
光
男
『
会
社
経
営
者
の
過
失
』
弘
文
堂
（
一
九
八
九
年
）
三
七
頁
以
下
、
竹
内
昭
夫
「
取
締
役
の
責
任
と
保
険
」『
会
社
法
の
理
論
Ⅱ
』

有
斐
閣
（
一
九
八
四
年
）
七
七
頁
。

（
37
） 

上
田
谷
恒
久
・
前
掲
注（
20
）一
一
五
│
一
一
八
頁
。

（
38
） 

近
藤
光
男
「
取
締
役
の
責
任
と
そ
の
救
済
（
二
）」
法
協
九
九
巻
七
号
（
一
九
八
二
年
）
一
〇
六
〇
頁
以
下
。

（
39
） 

Ａ
Ｌ
Ｉ
の
責
任
制
限
は
経
営
判
断
原
則
の
免
責
と
異
な
り
、
全
賠
賠
償
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

（
40
） 

酒
井
太
郎
「
米
国
会
社
法
学
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務
規
範
（
一
）」「
米
国
会
社
法
学
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務
規
範
（
二
・
完
）」

一
橋
法
学
第
一
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
九
│
一
六
六
頁
、
第
一
二
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
八
九
│
二
三
〇
頁
参
照
、
以
下
同
。
包
括

的
な
先
行
研
究
で
あ
り
、
参
照
し
た
。

四
八
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
一
六
）

（
41
） 

日
米
の
フ
ィ
デ
ュ
ー
シ
ャ
リ
ー
義
務
の
比
較
検
討
に
つ
き
、
正
木
義
久
・
野
崎
竜
一
「
日
米
の
フ
ィ
デ
ュ
ー
シ
ャ
リ
ー
義
務
の
変
容
と
比
較
」

商
事
法
務
一
八
〇
四
号
（
二
〇
〇
七
年
七
月
）
三
〇
│
四
一
頁
参
照
。

（
42
） 
酒
井
太
郎
・
前
掲
注（
40
）（
二
〇
一
二
年
）
五
二
│
五
三
頁
。

（
43
） 
太
田
洋
・
矢
野
正
紘
「
対
抗
的
買
収
提
案
へ
の
対
応
に
際
し
て
の
取
締
役
の
行
動
準
則
〔
上
〕〔
中
〕〔
下
〕
│
わ
が
国
で
レ
ブ
ロ
ン
「
義
務
」

は
認
め
ら
れ
る
か
│
」
商
事
一
八
八
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
五
頁
・
一
八
八
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
八
頁
・
一
八
八
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）。

（
44
） 

近
藤
光
男
・
志
谷
匡
史
編
『
新
・
ア
メ
リ
カ
商
事
判
例
研
究
』〔
伊
勢
田
道
仁
〕
商
事
法
務
（
二
〇
〇
七
年
）
二
二
頁
。

（
45
） A

ronson v. L
ew

is, 473 A
.2d 805

（D
el. 1984

）; R
ales v. B

lasband, 634 A
.2d 927

（D
el. 1993

）.

片
山
信
弘
「
取
締
役
の
忠
実
義
務
│

仮
定
的
契
約
と
し
て
の
会
社
法
観
を
契
機
と
し
て
」
岡
山
商
科
大
学
法
学
論
叢
一
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
二
頁
。

（
46
） W

illiam
 T

. A
llen, R

einier K
raakm

an &
 G

uhan S
ubram

anian, C
O
M

M
E
N
T
A
R
IE

S
 A

N
D
 C

A
S
E
S
 O

N
 T

H
E
 L

A
W

 O
F
 

B
U
S
IN

E
S
S
 O

R
G
A
N
IZ

A
T
IO

N
 256

（2d ed., A
spen P

ublishers 2007

）; K
nepper &

 B
ailey, supra note 34, §

2.08, at 2-29; 40 

W
est 67th S

t. C
orp. v. P

ullm
an, 100 N

.Y
.2d 147, 156

（N
.Y

. 2003

）.

（
47
） G

agliardi v. T
riF

oods International Inc., 683 A
.2d 1049

（D
el. C

h. 1996

）.

（
48
） 

酒
井
太
郎
・
前
掲
注（
40
）（
二
〇
一
二
年
）
九
八
頁
・
注（
189
）。

（
49
） C

itron v. F
airchild C

am
era &

 Instrum
ent C

orp., 569 A
.2d 53, 64

（D
el. 1989

）; M
oore C

orp. v. W
allace C

om
puter S

ervices, 

Inc., 907 F
. S

upp. 1545,1554

（D
. D

el. 1995

）, citing U
nitrin, Inc. v. A

m
erican G

eneral C
orp., 651 A

.2d 1361, 1374

（D
el. 1995

）.

（
50
） 

略
式
判
決
（sum

m
ary judgm

ent

）、
指
示
評
決
（directed virdict

）
と
し
て
の
書
証
に
基
づ
く
終
局
判
決
で
あ
る
。

（
51
） K

oos v. C
entral O

hio C
ellular, 641 N

.E
.2d 265, 273

（O
hio C

t. A
pp. 1994

）, citing G
ranada Investm

ents, Inc. v. D
W

G
 C

orp., 

823 F
. S

upp. 448, 456

（N
.D

. O
hio 1993

）; G
robow

 v. P
erot, 539 A

.2d 180, 187

（D
el. 1988

）; U
nitrin, Inc. v. A

m
erican G

eneral 

C
orp., 651 A

.2d 1361, 1371 n. 7

（D
el. 1995

）.

（
52
） S

ee L
evin v. L

evin, 405 A
.2d 770, 777

（M
d. C

t. S
pec. A

pp. 1979
）; A

nderson v. B
ellino, 658 N

.W
.2d 645, 658-59

（N
eb. 

2003

）.

四
八
六



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
二
一
七
）

（
53
） 

信
託
型
契
約
の
観
点
か
ら
の
参
照
す
べ
き
文
献
と
し
て
、
長
谷
川
貞
之
教
授
・
弁
護
士
「
信
認
関
係
と
忠
実
義
務
│
信
認
型
契
約
の
創
設
を
構

想
す
る
立
場
か
ら
の
提
言
│
」
円
谷
峻
編
『
社
会
の
変
容
と
民
法
典
』
成
文
堂
（
二
〇
一
〇
年
）
三
一
〇
│
三
二
八
頁
。

（
54
） In re L

ukens, Inc. S
hareholders L

itigation, 757 A
.2d 720, 731-32

（D
el. C

h. 1999

）.

（
55
） S

ee M
ills A

cquisition C
o. v. M

acM
illan, Inc., 559 A

.2d 1261, 1284 n. 32

（D
el. 1989

）.

（
56
） S

olash v. T
elex C

orp., C
.A

. N
os. 9518, 9528 &

 9525, 1988 D
el. C

h. L
E
X
IS

 7, at 20-21

（D
el. C

h.Jan. 19, 1988

）.

（
57
） S

ee, H
einem

an v. D
atapoint C

orp., C
.A

. N
o. 7956, 1990 D

el. C
h. L

E
X
IS

 162

（D
el.C

h. O
ct. 9, 1990

）.

（
58
） B

lasius Industries, Inc. v. A
tlas C

orp., 564 A
.2d 651

（D
el. C

h. 1988

）.W
illiam

s v. G
eier, 671 A

.2d 1368, 1376

（D
el. 1996

）.

B
lasius

基
準
は
厳
格
に
過
ぎ
、
適
用
は
ま
れ
で
あ
る
と
す
る
。

（
59
） U

nocal C
orp. v. M

esa P
etroleum

 C
o., 493 A

.2d 946

（D
el. 1995

）.

（
60
） W

einberger v. U
O
P
, Inc., 457 A

.2d 701, 710

（D
el. 1983

）; C
ineram

a, Inc. v. T
echnicolor, Inc., 663 A

.2d 1156, 1163

（D
el. 

1995

）.

（
61
） G

ottlieb v. H
eyden C

hem
ical C

orp., 91 A
.2d 57, 58

（D
el. 1952

）; W
eiss v. K

ay Jew
elry S

tores, Inc., 470 F
.2d 1259, 1271-72

（D
.C

. C
ir. 1972

）; K
ahn v. T

rem
ont C

orp., 694 A
.2d 422, 428

（D
el. 1997

）.

（
62
） F

S
A
 issues ban and fi ne of £500,000 against form

er H
B
O
S
 executive, P

eter C
um

m
ings,F

S
A
/P

N
/087/2012,12 S

ep 2012.

（
拡
大
戦
略
に
お
け
る
不
十
分
な
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
事
案
）

（
63
） 

武
井
一
浩
「
米
国
型
取
締
役
会
の
実
態
と
日
本
へ
の
導
入
上
の
問
題
（
Ⅰ
）（
Ⅱ
）（
Ⅲ
）（
Ⅳ
）（
Ⅴ
）」
商
事
法
務

一
五
〇
五
・
一
五
〇
六
・
一
五
〇
八
・
一
五
〇
九
・
一
五
一
一
号
（
一
九
九
八
年
）。

（
64
） 

太
田
洋
・
佐
藤
丈
文
「
米
企
業
改
革
法
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
・
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
新
規
則
案
の
概
要
（
上
）（
中
）（
下
）」
商
事
法
務
一
六
三
九
号

（
二
〇
〇
二
年
）
一
九
頁
・
一
六
四
〇
号
三
七
頁
・
一
六
四
一
号
八
八
頁
、
酒
井
太
郎
「
法
令
遵
守
体
制
の
整
備
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

（
下
）
│
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
新
上
場
基
準
│
」
監
査
四
六
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
三
頁
。

（
65
） 

酒
井
太
郎
・
前
掲
注（
40
）（
二
〇
一
三
年
）
九
二
頁
。

四
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
一
八
）

（
66
） C

itron v. F
airchild C

am
era &

 Instrum
ent C

orp., C
. A

. N
o. 6085, 1988 D

el. C
h. L

E
X
IS

 67

（D
el. C

h., M
ay 19, 1988

）.
（
67
） C

ede &
 C

o. v. T
echnicolor, Inc., 634 A

.2d 345, 361

（D
el. 1993

）.
（
68
） E

m
erald P

artners v. B
erlin, C

. A
. N

o. 9700, 2001 D
el. C

h. L
E
X
IS

 20

（D
el. C

h. F
eb. 7, 2001

）.

（
69
） M

elvin A
. E

isenberg, T
he D

uty of G
ood F

aith in C
orporate L

aw
, 31 D

E
L
. J. C

O
R
P
. L

.1, 5-6

（2006

）.

（
70
） S

tone v. R
itter, 911 A

.2d 362

（D
el. 2006

）.

（
71
） L

eo E
. S

trine Jr., L
aw

rence A
. H

am
erm

esh, R
. F

ranklin B
alotti &

 Jeffrey M
. G

orris, L
oyalty’s C

ore D
em

and: T
he 

D
efi ning R

ole of G
ood F

aith in C
orporation L

aw
, 98 G

E
O
. L

. J. 629

（2010

）.

（
72
） 

酒
井
太
郎
・
前
掲
注（
40
）（
二
〇
一
三
年
）
二
〇
七
│
二
一
三
頁
。

（
73
） 

片
山
信
弘
「
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
忠
実
義
務
」
阪
学
三
七
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
四
九
│
一
七
九
頁
、
同
「
ア
メ
リ

カ
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
誠
実
義
務
」
阪
学
三
三
巻
一
・
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
九
頁
。S

trine et al., L
oyalty’s C

ore D
em

and: T
he 

D
efi ning R

ole of G
ood F

aith in C
orporate L

aw
,98 G

eo.L
.J.（2010

）.

（
74
） 

金
融
庁
・
第
一
回
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
資
料
（
二
〇
一
四
年
八
月
七
日
）。
自
民
党
・

日
本
経
済
再
生
本
部
「
日
本
再
生
ビ
ジ
ョ
ン
」（
二
〇
一
四
年
五
月
二
三
日
）
に
も
「
会
社
法
上
の
規
定
の
な
い
執
行
役
員
の
地
位
お
よ
び
そ
の
忠

実
義
務
の
明
確
化
」、「
取
締
役
に
は
経
験
や
独
立
性
、
知
識
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
」
て
い
る
。

（
75
） 

米
国
のR

ed F
lag

に
関
す
る
論
稿
と
し
て
、
南
健
悟
「
企
業
不
祥
事
と
取
締
役
の
民
事
責
任
（
五
・
完
）
│
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
を
中

心
に
│
」
北
大
法
学
論
集
第
六
二
巻
第
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
七
四
七
│
八
一
一
頁
。

（
76
） 

川
島
い
づ
み
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
」
比
較
法
学
四
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
三
│
三
五
頁
参
照
。

（
77
） 

川
島
い
づ
み
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
の
展
開
」
奥
島
孝
康
教
授
還
暦
記
念
『
比
較
会
社
法
研
究
』
成
文
堂
（
一
九
九
九

年
）
四
七
頁
以
下
参
照
。

（
78
） 

松
嶋
隆
弘
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
〜
日
本
法
と
の
比
較
を
中
心
に
〜
」
日
本
大
学
民
事
法
・
商
事
法
合

同
研
究
会
（
二
〇
一
四
年
五
月
）
一
二
│
一
八
頁
。
同
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
（
上
）
│
日
本
法
と
の
比
較

四
八
八



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
二
一
九
）

を
中
心
に
│
」
企
業
会
計
六
六
巻
一
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
七
三
│
八
〇
頁
。
松
嶋
隆
弘
教
授
・
弁
護
士
は
、
英
国
で
は
二
〇
〇
二
年
企
業
法
に
お

け
るA

dm
inistrative R

eceivership

廃
止
、A

dm
inistration

へ
の
一
本
化
後
も
依
然
と
し
て
債
権
者
指
向
の
倒
産
法
制
と
い
っ
て
よ
い
と
述
べ

ら
れ
る
。

（
79
） 
中
村
康
江
「
英
国
に
お
け
る
取
締
役
の
資
格
剥
奪
（
一
）（
二
）」
立
命
館
法
学
二
七
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
一
六
頁
以
下
、
二
七
七
号

（
二
〇
〇
一
年
）
二
四
〇
頁
以
下
。A

. W
alters &

 M
.D

avis-W
hite, D

irectors’ D
isqualifi cations &

 B
ankrupcy R

estrictions

（2005

）.

対

象
に
影
の
取
締
役
も
含
ま
れ
る
。

（
80
） 

川
島
い
づ
み
・
中
村
信
男
「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（
一
）
│
（
一
五
完
）」
比
較
法
学
第
四
一
巻
第
二
号
│
第
四
六
巻
第
二
号
。
川

島
い
づ
み
・
前
掲
注（
76
）一
四
頁
。
須
磨
美
月
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
一
般
的
義
務 

二
〇
〇
六
年
会
社
法
」
法
と
経
済
の

ジ
ャ
ー
ナ
ル
（
二
〇
一
三
年
三
月
）、
二
〇
一
二
年M

ckillen v M
island 

（C
yprus

） Investm
ents L

td and others

（﹇2012

﹈EW
H
C
 2343

（C
h

））.

（
81
） 

川
島
い
づ
み
・
中
村
信
男
・
前
掲
「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（
二
）」
比
較
法
学
四
一
巻
三
号
一
九
二
頁
。
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の

権
利
は
基
本
的
に
会
社
が
有
す
る
と
さ
れ
、
実
効
性
の
疑
問
も
呈
さ
れ
る
。

（
82
） 

二
〇
〇
六
年
改
正
後
に
二
〇
〇
八
年
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
が
勃
発
し
て
い
る
だ
け
に
二
〇
〇
六
年
英
国
会
社
法
改
正
は
十
分
な
内
容
た
り
得
た

か
、
検
証
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
83
） 

川
島
い
づ
み
・
前
掲
注（
76
）一
九
頁
。

（
84
） N

orm
an v T

heodore G
oddard 

﹇1991

﹈ B
C
L
C
 1028.

（
85
） R

e D
’ Jan of L

ondon L
im

ited 

﹇1993

﹈ B
C
L
C
 646.

（
86
） C

. .A
. R

iley, the com
pany director’s duty of care and skill: the case for an onerous but subjective standard, 

（1999

） 162 

M
odern L

aw
 R

eview
, at p.709.

（
87
） A

. W
alters, D

irectors’ duties: the Im
pact of com

pany D
irectors D

isqualifi cations A
ct 1986,21 C

o.L
aw

（2001

）110,at P
.116.

（
88
） In R

e C
ontinental A

ssurance C
o of L

ondon P
lc 

﹇1997

﹈ 1 B
C
L
C
 48.

川
島
い
づ
み
・
前
掲
注（
76
）二
五
頁
以
下
参
照
。

四
八
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
二
〇
）

（
89
） 

川
島
い
づ
み
・
前
掲
注（
76
）三
四
頁（
注
34
）。A

ndrew
 H

icks, directors’ liability for m
anagem

ent errors, 

（1994

） 110 L
aw

 Q
uarterly 

R
eview

, at p.392.
（
90
） S

ecretary of S
tate for T

rade &
 Industry v S

w
an &

 O
rs 

﹇2005

﹈ E
W

H
C
 603.

（
91
） 
吉
本
健
一
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
義
務
違
反
行
為
の
承
認
と
責
任
免
除
」
酒
巻
俊
雄
先
生
古
希
記
念
論
集
『
二
一
世
紀
の
企

業
法
制
』
商
事
法
務
（
二
〇
〇
三
年
）
八
六
九
頁
以
下
。

（
92
） 

石
山
卓
磨
『
現
代
会
社
法
講
義　

第
2
版
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
八
年
）
二
一
九
頁
、
林
孝
宗
・
前
掲
注（
5
）二
五
八
│
二
六
〇
頁
。

（
93
） 

武
井
一
浩
「
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
と
今
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
法
制
上
の
課
題
」
神
作
裕
之
編
『
企
業
法
制
の
将
来
展
望
│
資
本
市
場
制
度
の

改
革
へ
の
提
言
│
二
〇
一
四
年
度
版
』
財
経
詳
報
社
（
二
〇
一
三
年
）
三
三
五
│
三
七
一
頁
。
非
業
務
執
行
役
員
に
お
い
て
、
十
分
な
情
報
も
な
く

動
か
ざ
る
を
得
な
い
ジ
レ
ン
マ
と
い
え
よ
う
か
。

（
94
） 

弥
永
真
生
「
社
外
取
締
役
と
情
報
収
集
等
」
商
事
法
務
二
〇
二
八
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
四
│
一
六
頁
。

（
95
） 

武
井
一
浩
・
前
掲
注（
93
）三
五
〇
頁
以
下
。
会
社
法
改
正
に
よ
り
監
査
役
会
設
置
会
社
も
会
計
監
査
人
の
選
解
任
議
案
の
決
定
権
を
付
与
さ
れ

た
。
マ
イ
ナ
ス
を
防
ぐ
局
面
で
組
織
形
態
選
択
に
よ
り
実
質
的
差
異
が
生
じ
る
こ
と
は
お
か
し
い
。

（
96
） 

前
田
雅
弘
「
監
査
役
会
と
三
委
員
会
と
監
査
・
監
督
委
員
会
」
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
体
系
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
三
年
）
二
五
五
頁
。

（
97
） 

多
様
性
な
ど
を
重
視
し
て
戦
略
面
の
策
定
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
を
基
礎
と
し
て
い

よ
う
。
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
が
企
業
不
祥
事
の
後
、
二
〇
一
四
年
委
員
会
設
置
会
社
に
転
換
し
た
こ
と
が
典
型
事
例
で
あ
る
。
私
見

で
あ
る
が
、
我
が
国
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
機
能
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
内
部
統
制
と
経
営
判
断
原
則
適
用
な
ど
に
お
け
る
実
務
と
法
制
度
の
齟
齬
、

不
一
致
の
解
消
も
一
定
程
度
は
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

（
98
） 

星
川
長
七
「
取
締
役
の
忠
実
義
務
と
責
任
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
早
稲
田
法
学
第
三
八
巻
三
│
四
号
（
一
九
六
三
年
）
一
│
一
七
頁
。

（
99
） 

英
国
の
忠
実
義
務
は
事
実
上
は
コ
ー
ド
・H

andbook

に
依
拠
し
て
き
た
要
素
が
強
い
。
米
国
の
忠
実
義
務
の
規
範
化
と
方
向
性
は
同
じ
と
い

え
よ
う
。

（
100
） P

arliam
entary C

om
m
ission on B

anking S
tandards 

（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
）がS

enior P
ersons R

egim
e

と
い
う
新
制
度
を
提
言
し
、
二
〇
一
五

四
九
〇



忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
二
二
一
）

年
導
入
の
方
向
で
準
備
を
進
め
る
。
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）参
照
。

（
101
） In re T

he W
alt D

isney C
om

pany D
erivative L

itigation,906 A
.2d 27

（2006

）.
（
102
） 
松
嶋
隆
弘
「
商
法
上
の
差
止
仮
処
分
の
「
実
効
性
」
に
つ
い
て
（
一
）
〜
（
三
・
完
）」
日
本
法
学
六
二
巻
三
号
（
一
九
九
六
年
）
五
一
三
│

五
三
五
頁
、
六
三
巻
二
号
（
一
九
九
七
年
）
二
七
七
│
三
〇
一
頁
、
六
四
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
一
一
九
│
一
四
二
頁
。
体
系
的
か
つ
詳
細
な
内

容
で
あ
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
103
） 

拙
稿
「
銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
│
東
和
銀
行
損
害
賠
償
請
求
等
訴
訟
事
件
と
関
連
事
案
の
検
討
な
ら
び
に
米
国
の
比
較

法
的
研
究
を
通
じ
て
│
」
法
学
紀
要
第
五
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
五
五
│
一
六
二
頁
。

（
104
） 

上
村
達
教
授
は
予
て
よ
り
欧
州
市
民
社
会
ル
ー
ル
の
重
要
性
を
指
摘
さ
れ
る
。
上
村
達
男
「
市
民
社
会
か
ら
み
た
資
本
市
場
法
制
構
築
の
視

点
」、
犬
飼
重
仁
「
欧
州
に
学
ぶ
「
市
場
法
制
シ
ス
テ
ム
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」」
上
村
達
男
・
神
田
秀
樹
・
犬
飼
重
仁
編
著
『
金

融
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
制
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』
東
洋
経
済
新
報
社
（
二
〇
〇
七
年
一
一
月
）
一
一
八
│
一
四
七
頁
、
一
八
四
│
二
二
五
頁
。

（
105
） 

齋
藤
憲
道
（
同
志
社
大
学
教
授
・
前
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
法
務
部
長
）「
会
社
の
法
律
業
務
」
日
本
大
学
法
学
部
講
演
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
七
日
）。

ま
た
江
頭
憲
治
郎
教
授
は
、
会
社
制
度
（C

orporate G
overnance

）
の
問
題
は
会
社
法
改
正
に
よ
っ
て
は
解
決
し
な
い
旨
を
述
べ
ら
れ
る
。
江
頭

憲
治
郎
「
改
正
会
社
法
の
解
釈
上
お
よ
び
実
務
上
の
諸
問
題
」
日
本
大
学
法
科
大
学
院
特
別
講
演
会
（
二
〇
一
四
年
六
月
一
六
日
）。
株
主
の
行
動
、

労
働
慣
行
、
裁
判
所
の
姿
勢
な
ど
を
掲
げ
ら
れ
る
。

（
106
） P

arliam
entary C

om
m
ission on B

anking S
tandards 

（P
C
B
S

）
に
よ
るS

enior P
ersons R

egim
e

は
二
〇
一
五
年
導
入
を
目
指
し
て

い
る
。

﹇
本
稿
は
、
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
基
金
の
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈

四
九
一




